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中
国
研
究
集
刊 

闕
号
（
総
五
十
八
号
）
平
成
二
十
六
年
六
月　

四
七
︱
六
九
頁

章
炳
麟
の
中
国
法
に
対
す
る
評
価（
上
）

︱「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
視
点
︱

小
林
　
武

は
じ
め
に

　

私
は
前
稿
で
、
章
炳
麟
（
一
八
六
九
～
一
九
三
六
。
号　

太
炎　

以
下
太
炎
と
略
称
）
の
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置
に
つ

い
て
論
じ
た
（
注
1
）
。「
五
朝
法
律
索
隠
」（『
民
報
』
第
二
三
号
、

一
九
〇
八
年
八
月
一
〇
日
）
は
、
太
炎
が
清
末
に
お
け
る
近
代
法

の
模
倣
を
批
判
し
て
、
中
国
法
を
近
代
化
す
る
際
の
基
準
を
探
ろ

う
と
し
た
論
考
で
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
主
と
し
て

学
術
思
想
や
政
治
思
想
な
ど
が
研
究
さ
れ
、
法
律
思
想
が
考
察
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
当
然
、
近
代
法
導
入
と
の
関
連
で
論

じ
ら
れ
る
こ
と
も
稀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
学
術
上
の
業
績

や
政
治
思
想
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
注
目
さ
れ
、
ま
た
法
に
対
し
て

研
究
関
心
の
薄
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
太
炎
は
「
虜
憲
廃
疾
」
を
書
い
て
清
朝
の
憲
法
大
綱
を
批
判

し
（
注
2
）
、
清
朝
に
よ
る
近
代
法
導
入
と
の
関
連
で
思
索
し
て
い
た
。

「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
書
か
れ
た
一
九
〇
八
年
は
、
清
朝
に
『
刑

律
草
案
』
が
上
呈
さ
れ
、
中
央
や
地
方
の
官
僚
に
諮
問
さ
れ
て
い

た
頃
で
、
彼
は
こ
の
動
き
を
意
識
し
て
い
る
。

　

今
、
あ
ら
か
じ
め
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
特
徴
を
挙
げ
る
な
ら

ば
、
歴
史
の
中
か
ら
具
体
的
事
例
を
引
き
、
中
国
法
を
近
代
化
す

る
際
の
基
準
を
探
っ
て
、
法
の
例
外
の
な
い
適
用
を
説
い
た
点
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
太
炎
に
は
法
家
を
論
じ
た
り
「
法
」
字
を
訓
詁

学
的
に
解
釈
す
る
類
の
論
考
が
あ
る
が
（
注
3
）
、
そ
れ
は
観
念
の
楼

閣
で
法
を
論
じ
る
の
に
も
似
て
、
具
体
的
事
例
を
引
き
現
実
へ
肉

薄
す
る
点
で
及
ば
な
い
。
と
言
っ
て
も
、
彼
が
中
国
の
近
代
法
全

（ 47 ）



体
を
構
想
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
構
想
す
る
準
備
作
業
と
し

て
、
中
国
法
の
評
価
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
中
国
法
の
基
本
的

性
格
を
批
判
的
に
踏
ま
え
た
上
で
、
法
を
近
代
化
す
る
。
こ
の
作

業
を
な
お
ざ
り
に
し
て
、
近
代
法
を
模
倣
し
て
も
上
手
く
ゆ
く
は

ず
が
な
い
、
と
考
え
た
ま
で
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
迂
論
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
中
国
が
独
自
の
法
体
系
を
築
い
て
き
た
以
上
、
中

国
法
の
改
革
に
こ
の
作
業
は
欠
か
せ
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
結

果
、
彼
は
法
の
例
外
の
な
い
適
用
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
、
中
国

法
を
篩
に
掛
け
、
五
朝
の
法
を
見
出
し
た
。
法
の
例
外
な
き
適
用

と
は
、
法
の
下
の
平
等
を
太
炎
流
に
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。

彼
の
作
業
と
分
析
は
、
具
体
性
や
緻
密
さ
の
点
で
、
当
時
に
お
い

て
群
を
抜
く
（
別
稿
）。

　

前
稿
で
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置
に
つ
い
て
、
私
は

次
の
よ
う
に
検
討
し
た
。（
１
）
清
朝
の
近
代
法
導
入
に
触
発
さ

れ
て
、
太
炎
は
中
国
の
社
会
と
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
た
。

（
２
）
当
時
、
中
国
法
の
基
準
と
見
な
さ
れ
て
い
た
唐
律
で
は
な

く
、
彼
は
五
朝
の
法
を
高
く
評
価
し
た
。（
３
）
当
時
の
中
国
法

制
史
研
究
と
し
て
は
、
漢
律
の
佚
文
蒐
集
が
始
ま
っ
た
段
階
で
、

五
朝
法
の
研
究
す
ら
着
手
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
太
炎
の
作
業
は
先
駆
的
で
あ
る
。（
４
）
彼
が
五
朝
の
法
を
高

く
評
価
し
た
基
準
は
、
①
「
重
生
命
」、
②
「
恤
無
告
」、
③
「
平

吏
民
」、
④
「
抑
富
人
」
の
四
つ
で
あ
る
、
と
。
以
上
の
よ
う
に
、

「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置
を
あ
ら
か
じ
め
見
定
め
た
わ

け
だ
が
、
先
学
諸
賢
か
ら
ご
教
示
を
賜
り
、「
五
朝
法
律
索
隠
」

の
歴
史
的
位
置
を
論
じ
る
の
は
、
①
～
④
の
視
点
を
検
討
し
て
か

ら
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
い
た
だ
い
た
。
確
か
に
そ
の
通
り
で

あ
る
。
前
稿
で
歴
史
的
位
置
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
、「
五
朝
法

律
索
隠
」
の
内
容
構
成
に
従
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
と
一
連

の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
炎
は
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
冒

頭
、
ま
ず
中
国
法
の
性
格
と
当
時
の
中
国
法
制
史
研
究
の
あ
り
方

に
触
れ
、
次
い
で
近
代
法
の
導
入
を
批
判
し
、
そ
し
て
①
～
④
の

評
価
視
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
た
。
前
稿
は
こ
の
構
成
に

従
っ
て
、
当
時
の
中
国
法
制
史
研
究
の
状
況
の
中
に
「
五
朝
法
律

索
隠
」
を
置
き
、
歴
史
的
位
置
を
あ
ら
ま
し
眺
め
た
次
第
で
あ

る
。「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
視
点
を
考
察
す
る
こ
と
な
し
に
、
歴

史
的
位
置
は
見
定
め
ら
れ
な
い
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
、
太
炎
の
五
朝
法
を
評
価
す
る
視
点
の
前
半

部
（
①
②
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
視
点
を
一
々
検
討
す
る
の

は
、
彼
が
中
国
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
事
例
を
あ
げ
て
評
価
作
業

を
試
み
た
か
ら
で
あ
る
。
五
朝
法
を
評
価
し
た
の
は
、
中
国
法
の

近
代
化
に
当
た
っ
て
、
中
国
法
が
篩
に
掛
け
ら
れ
、
法
の
基
底
に

あ
る
官
僚
制
、
皇
帝
、
家
族
制
度
と
い
っ
た
社
会
的
価
値
観
が
批

判
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
批
判
さ
れ
た
と
は
い
っ
て

も
、
彼
が
そ
れ
に
代
え
て
中
国
の
新
し
い
法
と
そ
の
社
会
像
を
具

（ 48 ）



体
的
に
提
示
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
（
彼
は
「
諦
実
之
共

和
」
と
か
「
奇
觚
之
専
制
」
と
呼
ば
れ
る
反
代
議
制
の
社
会
を
素

描
は
し
た
）、
従
来
、
中
国
の
基
本
的
価
値
と
し
て
自
明
で
あ
っ

た
も
の
が
、
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
た
に
止
ま
る
。
し
か
し
、
優
れ

た
清
朝
考
証
学
者
が
古
典
の
注
解
を
し
政
治
の
夢
想
を
語
る
以
外

に
、
法
制
と
法
運
用
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
中
国
法
の
評
価

基
準
を
探
ろ
う
と
し
た
点
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

法
は
従
来
、
伝
統
中
国
に
お
い
て
、
古
典
的
教
養
を
持
つ
士
人
が

学
ぶ
に
は
、
低
い
価
値
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
（
注
4
）
。
そ
う
し
た
中
で
太
炎
が
具
体
的
に
法
に
つ
い
て
論
じ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
中
国
法
の
性
格
と
し
て
、
法
が
均
等

に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
や
礼
制
と
の
関
連
を
あ
ぶ
り
出
し
た
。

彼
は
近
代
的
な
法
の
下
の
平
等
を
、
法
の
適
用
に
お
け
る
平
等
と

し
て
論
じ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
官
僚
や
富
人
、
あ
る
い
は
父

や
夫
な
ど
家
族
関
係
の
優
位
者
に
対
し
て
従
来
の
特
例
措
置
を
認

め
な
い
こ
と
と
言
っ
て
も
よ
い
。
清
末
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
分

析
の
視
点
は
他
に
類
例
を
見
な
い
（
別
稿
）。
そ
れ
故
、
小
論
で

は
煩
に
わ
た
る
が
、
そ
の
視
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
次
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
よ
う
。
ま
ず
第
一

節
に
お
い
て
「
重
生
命
」、
第
二
節
に
お
い
て
「
恤
無
告
」
を
と

り
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
視
点
が
実
は
法
の
普
遍
的
適
用
の
問
題
に
絡

ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
「
平
吏
民
」「
抑
富

人
」
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
続
稿
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節　
「
重
生
命
」
の
視
点

　

章
太
炎
は
、
法
律
は
是
非
を
問
う
べ
き
で
あ
り
、
利
害
を
問
題

に
し
て
は
な
ら
ず
、
近
代
法
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
中
国
法
の

評
価
作
業
が
不
可
欠
だ
、
と
考
え
た
。
清
朝
の
進
め
る
近
代
法
の

導
入
に
は
批
判
的
な
の
で
あ
っ
た
（
以
上
前
稿
）。
批
判
し
た
と

い
う
点
で
は
、
張
之
洞
ら
保
守
派
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
見
方
が
異

な
る
。
そ
こ
で
簡
単
に
保
守
派
の
反
発
に
触
れ
て
お
く
。

　

例
え
ば
岡
田
朝
太
郎
が
顧
問
と
な
っ
て
起
草
し
た
『
刑
律
草

案
』（
新
刑
律
第
一
次
草
案
）
が
一
九
〇
七
年
に
完
成
し
た
と

き
（
注
1
）
、
張
之
洞
（
軍
機
大
臣
兼
学
部
尚
書
）、
廷
杰
（
法
部
尚

書
）、
労
乃
宣
（
提
学
使
）
ら
が
批
判
し
た
。
張
之
洞
の
場
合
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。
①
皇
室
に
対
す
る
罪
が
軽
い
。
②
尊
親
属
を

傷
害
し
て
致
死
か
篤
疾
に
な
ら
せ
た
ケ
ー
ス
で
、
死
刑
に
し
な
い

の
は
お
か
し
い
。「
父
子
之
倫
」
に
背
く
。
③
妻
妾
が
夫
を
毆
っ

た
時
の
処
罰
条
項
が
な
く
、
一
般
の
場
合
と
同
じ
に
扱
う
の
は
お

か
し
い
。「
夫
婦
之
倫
」
に
背
く
。
④
「
親
属
相
姦
」
を
一
般
の

場
合
と
同
じ
に
扱
う
の
は
お
か
し
い
。「
男
女
之
倫
」
に
背
く
。

⑤
尊
親
属
に
対
す
る
刑
が
軽
す
ぎ
る
。
尊
卑
長
幼
の
序
を
乱
す
。

（ 49 ）



こ
れ
ら
の
点
で
『
刑
律
草
案
』
は
伝
統
的
礼
制
を
軽
視
し
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
注
2
）
。
廷
杰
の
場
合
は
、
①
皇
帝
に
対
す

る
犯
罪
の
処
罰
が
軽
す
ぎ
る
。
②
内
乱
罪
や
外
患
の
罪
に
は
、
科

す
べ
き
刑
を
加
重
す
る
。
③
尊
親
属
に
対
す
る
罪
に
正
当
防
衛
を

適
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
④
夫
の
い
な
い
婦
人
の
和
姦
は
、
刑
罰

に
処
す
べ
し
、
と
批
判
し
た
（
注
3
）
。
保
守
派
の
批
判
の
根
底
に
は
、

上
の
よ
う
に
皇
帝
権
と
三
綱
の
護
持
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
中
国
的
特
質
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
中
国
法
の
改
革
が
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

と
は
い
え
、
近
代
法
の
導
入
は
、『
欽
定
大
清
刑
律
』
の
頒
布

（
一
九
一
一
年
一
月
二
五
日
）
に
至
る
ま
で
、
試
み
ら
れ
た
（
注
4
）
。

　

太
炎
は
、
中
国
は
西
洋
と
風
俗
慣
習
が
違
う
と
見
て
、
法
と
の

関
連
に
お
い
て
重
視
し
た
が
、
こ
の
点
で
は
保
守
派
と
同
じ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
「
法
律
と
は
、
そ
の
習
俗
を
基
に
作
る

も
の
で
あ
る
。
規
約
が
定
ま
り
（
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
）
習
俗
が

で
き
あ
が
っ
て
、
そ
こ
で
始
め
て
正
し
く
調
整
で
き
る
こ
と
に
な

る
」（
注
5
）
と
言
い
、
法
は
風
俗
習
慣
を
基
に
す
る
か
ら
、
安
直
に

外
国
の
法
を
模
倣
は
出
来
な
い
と
考
え
た
。
保
守
派
は
、
伝
統
的

社
会
秩
序
と
既
存
の
礼
教
護
持
の
た
め
に
近
代
法
の
導
入
を
批
判

し
た
が
、
太
炎
は
風
俗
習
慣
と
法
の
在
り
方
か
ら
批
判
し
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
法
の
根
底
に
あ
る
風
俗
習
慣
を
重
視
す
る
と

言
っ
て
も
、
西
洋
の
よ
う
に
法
源
と
し
て
風
俗
習
慣
が
あ
っ
た
か

ら
と
言
う
よ
り
も
、
よ
り
一
般
的
に
、
法
は
風
俗
習
慣
と
深
く
関

わ
る
く
ら
い
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
（
中
国
社
会
は
不
均
質

で
風
俗
習
慣
は
多
様
で
あ
り
、
風
俗
習
慣
が
中
国
で
は
法
源
に
な

ら
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
6
）
）。
そ
し
て
、
太
炎
の
中

国
法
評
価
の
視
点
を
見
れ
ば
、
張
之
洞
ら
と
は
逆
に
、
礼
教
が
中

国
法
に
影
響
し
た
結
果
、
法
が
均
し
く
適
用
さ
れ
な
い
点
を
批
判

し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
こ
で
太
炎
の
五
朝
の
法
に
対
す
る
評
価
視
点
を
見
て
み
よ

う
。
彼
は
、
前
述
の
通
り
、
五
朝
の
法
を
「
寛
平
無
害
」
だ
と
言

い
、
①
「
重
生
命
」、
②
「
恤
無
告
」、
③
「
平
吏
民
」、
④
「
抑

富
人
」
の
四
点
を
「
信
美
」
な
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
（
注
7
）
。
①

③
な
ど
の
評
価
視
点
を
見
れ
ば
、
彼
の
立
場
が
三
綱
を
重
視
す
る

保
守
派
と
対
立
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

先
ず
「
重
生
命
」
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
五
朝
の
法

が
生
命
を
重
ん
じ
る
例
と
し
て
、
太
炎
は
二
つ
挙
げ
た
。
両
親
が

子
を
殺
し
た
場
合
と
、
馬
を
城
市
で
走
ら
せ
て
人
を
殺
し
た
場
合

と
で
あ
る
。
明
清
律
が
準
拠
し
た
唐
律
に
比
べ
て
、
五
朝
の
法
は

生
命
を
重
視
し
て
い
る
、
と
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
先
ず
両
親
の
子
殺
し
の
議
論
（「
父
母
殺
子
者
、
同
凡
論
」）

か
ら
見
て
み
よ
う
。
太
炎
は
、
両
親
が
子
を
殺
し
た
場
合
、
五

朝
の
法
が
親
と
い
う
礼
制
上
の
身
分
を
考
慮
せ
ず
、
一
般
の
殺

人
と
同
様
に
処
断
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
。
彼
は
、『
南
史
』
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徐
羨
之
伝
の
例
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
軍
人
朱
興
の

妻
の
周
は
、
子
の
道
扶
が
三
歳
の
時
、
癇
病
に
な
っ
た
の
で
生

き
な
が
ら
に
埋
め
た
。
こ
の
こ
と
を
道
扶
の
姑お

ば

で
あ
る
雙
女
が

訴
え
出
て
、
周
が
棄
市
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
丹

陽
尹
の
徐
羨
之
が
異
議
を
申
し
立
て
た
。
周
の
凶
忍
さ
に
対
し

て
顕
戮
を
加
え
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
母
の
処
刑
は
忍
び
な

い
と
い
う
子
と
し
て
の
道
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
周
は
減
罪
し

て
辺
境
に
送
る
処
分
が
よ
い
、
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。『
南
史
』

に
は
、
そ
れ
に
従
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
晋
律
で
は
、
父
母

が
子
を
殺
す
と
、
一
般
の
殺
人
罪
と
同
様
に
死
刑
に
さ
れ
た
こ

と
が
分
か
る
。
徐
羨
之
は
無
学
だ
か
ら
、
道
徳
的
判
断
を
加
え

て
、
罪
の
宥
恕
を
論
じ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
巧
み
に
議
論
を

組
み
立
て
て
法
を
曲
解
す
る
も
の
だ
。
近
世
に
お
い
て
父
母
が

子
を
殺
し
た
場
合
、
軽
い
則
例
（
時
宜
に
応
じ
て
改
変
さ
れ
る

行
政
的
な
実
例
）（
注
8
）
に
従
っ
て
処
罰
し
た
が
、
南
朝
に
こ
の

種
の
律
は
な
か
っ
た
の
だ
、
と
（
注
9
）
。

　

徐
羨
之
は
「
為
子
之
道
」
と
い
う
礼
制
を
根
拠
に
減
罪
を
申

し
立
て
た
が
、
太
炎
は
こ
れ
を
批
判
し
、
晋
律
が
一
般
の
殺
人

罪
と
同
様
に
処
罰
し
た
こ
と
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
近
世
の

法
に
お
い
て
は
、
父
母
が
子
を
殺
し
て
も
罪
は
軽
く
、
子
孫
が

父
母
を
殺
し
た
場
合
と
は
違
う
（
後
述
）。
旧
律
が
礼
制
の
影

響
を
受
け
て
、
尊
卑
親
属
の
殺
人
を
、
一
般
の
場
合
と
区
別
し

た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
張
之
洞
ら
は
当
然
と
見
な
し
た

が
、
太
炎
は
逆
に
批
判
し
た
。
晋
律
が
唐
律
以
降
の
法
と
は

違
っ
て
、
同
罪
異
罰
に
し
な
か
っ
た
点
を
高
く
評
価
し
た
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
一
例
を
加
え
て
太
炎
は
言
う
。
北
魏
の
法

で
は
、
祖
父
と
父
母
が
怒
っ
て
武
器
で
子
を
殺
し
た
場
合
、
五

歳
刑
に
処
し
た
。
毆
殺
し
た
場
合
と
愛
憎
が
あ
っ
て
故
意
に
殺

し
た
場
合
は
、
罪
を
一
等
減
じ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鮮
卑
族

（
北
魏
）
が
五
朝
の
法
を
乱
し
、
親
の
子
殺
し
の
罪
を
軽
く
し

た
こ
と
が
分
か
る
、
と
（
注
10
）
。
当
時
五
歳
刑
は
労
役
の
最
高
刑

で
あ
る
が
、
親
が
子
を
殺
し
て
も
、
五
歳
刑
だ
か
ら
死
刑
に
は

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
晋
律
は
、
親
が
子
を
殺
し
た
場
合
、

『
南
史
』
徐
羨
之
伝
に
見
え
る
よ
う
に
、
そ
の
罪
を
死
刑
に
し

て
、
子
の
親
殺
し
よ
り
も
軽
減
し
な
か
っ
た
。
太
炎
は
晋
律
の

こ
の
点
を
評
価
し
た
わ
け
だ
が
、
北
魏
の
律
が
親
の
子
殺
し
を

死
刑
に
せ
ず
、
親
子
の
身
分
で
罪
科
に
等
差
を
設
け
た
点
を
、

逆
に
異
民
族
に
よ
る
攪
乱
と
批
判
し
た
。
六
朝
時
代
は
、
儒
教

が
法
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
時
期
で
あ
り
（
注
11
）
、
晋
律
が
北

魏
の
法
と
違
う
の
は
、
儒
教
か
ら
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
太
炎
は
、
北
魏
の
法
の
場
合
は
、
儒
教
よ

り
も
異
民
族
の
影
響
と
見
た
。
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
立
場

が
分
か
る
。
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
が
晋
律
を
評
価
し
た
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理
由
は
、
殺
傷
な
ど
の
事
件
で
、
加
害
者
と
被
害
者
と
の
間
に

身
分
関
係
が
存
し
て
も
、
刑
罰
を
一
般
の
場
合
と
同
様
に
科

し
、
他
の
中
国
法
の
よ
う
に
加
減
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
晋
律
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
彼
が
法
律
の

適
用
は
身
分
を
問
わ
ず
、
公
平
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

例
え
ば
大
清
律
「
毆
祖
父
母
父
母
」
條
（
鬥
毆
律
）
に
は
、

子
孫
が
祖
父
母
・
父
母
を
毆
っ
た
場
合
と
祖
父
母
・
父
母
が
子

孫
を
毆
殺
し
た
場
合
の
罪
科
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
條
に
よ

れ
ば
、
祖
父
母
・
父
母
が
、
子
孫
の
教
令
違
反
を
理
由
に
、
子

孫
を
ほ
し
い
ま
ま
に
毆
殺
し
た
場
合
、
杖
一
百
の
刑
（
杖
刑
と

し
て
最
上
級
）
で
あ
る
。
故い

た
ずら

に
殺
し
た
（
こ
こ
で
は
、
教
令

に
違
反
し
な
い
の
に
毆
殺
す
る
の
意
味
）
場
合
は
、
杖
六
十
、

徒
一
年
の
刑
（
徒
刑
と
し
て
最
下
級
だ
が
、
杖
一
百
よ
り
一
段

重
い
）
で
あ
る
（
注
12
）
。
と
こ
ろ
が
子
孫
が
祖
父
母
・
父
母
を
毆

る
と
斬
刑
、
殺
す
と
「
十
悪
」
中
の
「
悪
逆
」
と
見
な
さ
れ
、

凌
遅
処
死
に
処
せ
ら
れ
る
。
刑
罰
に
は
、
笞
・
杖
・
徒
・
流
・

死
の
五
種
類
が
あ
っ
て
、
死
刑
に
は
絞
刑
と
斬
刑
の
二
つ
が
あ

る
。
身
体
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
孝
の
始
め
と
考
え
る
儒
教
か

ら
見
て
、
身
体
が
全
う
さ
れ
る
絞
刑
に
比
べ
て
、
斬
刑
は
身
体

と
首
が
切
断
さ
れ
る
、
よ
り
重
い
処
罰
で
あ
り
（
注
13
）
、
凌
遅

処
死
は
、
四
肢
を
断
ち
喉
を
絶
つ
、
斬
刑
以
上
の
酷
刑
で
あ

る
（
注
14
）
。
子
孫
が
祖
父
母
・
父
母
を
毆
殺
し
た
場
合
と
そ
の
逆

と
で
は
、
罪
科
が
あ
ま
り
に
違
い
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
何
も
毆

殺
に
限
ら
な
い
。
謀
殺
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。
子
孫
が
祖

父
母
・
父
母
を
謀
殺
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
主
犯
従
犯
を
問
わ

ず
、
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
、
す
で
に
殺
し
て
い
る
と
、
凌
遅
処
死

に
な
る
（
注
15
）
。

　

中
国
法
は
、
殺
人
の
様
態
を
謀
殺
・
故
殺
・
闘
殺
・
誤
殺
・

戯
殺
・
過
失
殺
（「
六
殺
」）
に
分
け
、
罪
を
定
め
る
際
に
考
慮

す
る
（
注
16
）
。
例
え
ば
過
失
殺
と
謀
殺
と
は
、
罪
科
が
違
う
。
し

か
し
、
殺
人
の
様
態
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
祖
父
母
・
父
母
が
子

孫
を
殺
し
た
場
合
と
子
孫
が
祖
父
母
・
父
母
を
殺
し
た
場
合
と

で
は
、
罪
科
に
違
い
が
あ
り
す
ぎ
る
。
家
族
の
尊
卑
長
幼
の
秩

序
を
処
罰
に
反
映
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
法
が
礼
教
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
、
祖
父
母
・
父
母
の
子
殺
し
を
例
に
、
晋
律
が
一
般
の

場
合
と
同
様
に
処
罰
し
た
点
を
太
炎
は
高
く
評
価
し
た
。
唐
律

以
降
の
中
国
法
が
、
尊
卑
長
幼
の
秩
序
を
重
視
し
て
、
罪
科
の

上
で
等
差
を
つ
け
た
こ
と
に
反
対
し
た
、
と
分
か
る
。
そ
れ
故

「
重
生
命
」
と
言
っ
た
場
合
、
法
が
生
命
を
権
利
と
し
て
守
る

と
い
う
よ
り
、
法
を
犯
し
た
時
、
罪
科
が
等
し
く
適
用
さ
れ

て
、
弱
い
身
分
や
立
場
の
者
が
守
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
法
の
普
遍
的
適
用
に
つ
い
て
は
、「
恤
無
告
」
で
も
、
問
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題
に
さ
れ
て
い
る
（
第
二
節
）。

（
二
）
次
に
、
都
市
に
お
け
る
交
通
事
故
（「
走
馬
城
市
殺
人
者
、

不
得
以
過
失
殺
人
論
」）
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
太
炎
は
言

う
。
賑
や
か
な
都
会
は
行
き
交
う
人
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
そ

こ
に
車
馬
を
走
ら
せ
れ
ば
、
人
を
殺
傷
し
や
す
い
こ
と
は
明
ら

か
だ
。
人
ご
み
の
中
で
人
を
殺
傷
し
た
罪
は
、「
賊
殺
」（
正
当

な
理
由
な
く
害
意
を
も
っ
て
殺
す
）
の
律
に
付
す
べ
き
で
、

「
過
失
殺
」
や
「
戯
殺
」
と
は
違
う
（
注
17
）
。
だ
の
に
、
そ
の
誅

罰
が
緩
い
の
は
、
都
市
に
落
と
し
穴
を
作
っ
て
人
を
落
と
す
に

等
し
い
。
死
罪
に
す
べ
き
だ
、
と
（
注
18
）
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
唐
律
で
は
、
殺
人
は
謀
殺
（
人
を
殺
そ
う

と
計
画
し
て
殺
す
）・
故
殺
（
に
わ
か
に
殺
意
を
起
こ
し
て
殺

す
）・
闘
殺
（
毆
り
合
っ
て
相
手
を
殺
す
）・
誤
殺
（
錯
誤
に

よ
っ
て
殺
す
）・
戯
殺
（
戯
れ
の
行
為
か
ら
誤
っ
て
殺
す
）・
過

失
殺
（
そ
の
意
図
が
な
く
誤
っ
て
人
を
殺
す
）
の
様
態
に
分
か

れ
て
い
た
。
謀
殺
と
故
殺
は
殺
意
が
あ
り
、
闘
殺
以
下
は
殺
意

が
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
法
は
、「
原
心
定
罪
」（
心
を
原た

ず

ね
て

罪
を
定
め
る
）
を
基
本
と
し
た
か
ら
、
そ
の
意
図
が
な
く
罪
を

犯
せ
ば
、
故
意
に
犯
し
た
場
合
と
は
、
当
然
処
罰
が
異
な
る
こ

と
に
な
る
。『
周
礼
』
の
「
三
宥
」
の
法
に
「
壱
宥
は
不
識
を

曰
ひ
、
再
宥
は
過
失
を
曰
ひ
、
三
宥
は
遺
亡
を
曰
ふ
」（
秋
官

司
刺
）
と
あ
る
よ
う
に
（
注
19
）
、
中
国
で
は
、
不
識
・
過
失
・
遺

亡
の
場
合
は
、
罪
を
軽
減
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま

た
漢
、
董
仲
舒
『
春
秋
繁
露
』
も
「
春
秋
の
獄
を
聴
く
や
、
必

ず
其
の
事
に
本
づ
け
て
其
の
心
を
原た

ず

ぬ
。
志
の
邪
な
る
者
は
、

成
る
を
待
た
ず
。
首
悪
な
る
者
は
、
罪
特
に
重
し
。
本
直
な
る

者
は
、
其
の
論
軽
し
」（
精
華
篇
）
と
言
い
、
犯
罪
動
機
を
重

視
し
た
。
犯
罪
動
機
が
邪
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
が
成
就
す
る
か
ど

う
か
を
ま
た
ず
、
主
犯
は
罪
が
重
く
、
動
機
の
稀
薄
な
場
合

は
、
罪
が
軽
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
太
炎
は
、
馬
を
城
市
で
走
ら
せ
て
人
を
殺
し
た
場

合
、
何
故
「
過
失
殺
」
で
は
な
く
、「
賊
殺
」
に
す
べ
き
だ
と

考
え
た
の
か
。
彼
の
判
断
は
、
中
国
法
の
「
過
失
」
に
対
す
る

見
方
、
お
よ
び
都
市
化
や
産
業
化
に
対
す
る
批
判
に
関
わ
っ
て

い
る
。

　

先
ず
「
過
失
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
太
炎
は
次
の
よ
う
に
論

じ
た
。
張
裴
『
晋
律
序
』
に
は
、「
都
城
の
人
衆お

お

き
中
で
馬
を

走
ら
せ
て
人
を
殺
す
と
、
当
に
賊
と
す
べ
き
だ
。
賊
に
似
て
い

る
か
ら
だ
」（
注
20
）
と
あ
る
。
李
悝
『
法
経
』
に
も
と
も
と
軽
狡

篇
が
あ
り
（
注
21
）
、
秦
漢
の
法
は
そ
れ
に
因
っ
て
い
る
。
上
世
は

単
騎
が
少
な
く
、
車
も
行
く
の
に
節
度
が
あ
っ
た
が
、
六
国
以

降
、
単
騎
が
勃
興
し
て
往
来
を
疾
駆
し
、
道
行
く
人
を
傷
つ
け

や
す
く
な
っ
た
の
で
、
軽
狡
律
が
で
き
た
。
晋
律
に
は
、「
衆

中
走
馬
者
、
二
歳
刑
」
と
あ
る
の
で
（
注
22
）
、
人
を
殺
せ
ば
、
当

（ 53 ）



然
死
刑
と
な
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
近
世
で
は
、
都
市
の
道
路

で
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
馬
を
走
ら
せ
て
人
を
殺
し
て
も
、
刑
は
甚
だ
軽
い
。
し
か

し
、
晋
律
は
、「
衆
中
走
馬
者
」
が
賊
殺
と
同
じ
く
ら
い
に
重

罪
だ
と
し
て
、
そ
れ
が
過
殺
や
戯
殺
と
は
違
う
こ
と
を
知
っ
て

い
た
、
と
（
注
23
）
。

　

晋
、
張
斐
は
『
晋
律
注
』
で
二
十
の
法
概
念
を
定
義
し
た

（『
晋
書
』
刑
法
志
）。
そ
の
中
で
「
賊
」
は
「
無
変
斬
撃
謂
之

賊
（
特
段
の
事
情
が
な
い
の
に
傷
害
を
加
え
る
の
が
「
賊
」）」、

「
過
失
」
は
「
不
意
誤
犯
謂
之
過
失
（
そ
の
意
思
が
な
く
誤
っ

て
罪
を
犯
す
の
が
「
過
失
」）」
と
規
定
さ
れ
た
。
も
と
も
と
中

国
法
の
「
過
失
」
概
念
は
、
現
代
の
法
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。
中
国
法
の
「
過
失
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
議
論

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
注
24
）
。
西
田
太
一
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
律

は
現
代
法
の
『
過
失
』
概
念
を
「
過
失
」「
失
」「
誤
」
の
言
葉

で
表
し
た
。「
過
失
」
は
人
を
殺
傷
し
た
と
き
の
『
過
失
』、

「
失
」
は
官
吏
の
公
務
上
の
『
過
失
』、「
誤
」
は
こ
れ
ら
以
外

の
『
過
失
』
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
は
明
清
ま
で
同
じ
と
い

う
（
注
25
）
。
太
炎
は
「
過
失
」「
失
」「
誤
」
の
区
別
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
、
晋
律
同
様
に
、「
車
馬
殺
傷
」
を
「
過
失
」
と
は
考

え
ず
、「
賊
殺
」
と
し
て
処
罰
せ
よ
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
中
国
法
は
、
も
と
も
と
人
混
み
の
中
で
車
馬
を
走

ら
せ
る
こ
と
自
体
を
認
め
て
い
な
い
。
急
用
の
公
務
と
い
っ
た

格
別
の
事
情
か
ら
、
車
馬
を
走
ら
せ
て
殺
傷
し
た
と
き
に
の
み

「
過
失
」
を
認
め
た
（
後
述
）。
だ
か
ら
、
格
別
の
事
情
も
な
く

車
馬
を
走
ら
せ
れ
ば
、
当
然
「
賊
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
清
律
「
車
馬
殺
傷
人
」
條
（
人
命
律
）
は
、

車
馬
を
街
中
で
走
ら
せ
た
場
合
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
凡
そ
故
な
く
街
市
鎮
店
に
お
い
て
、
車
馬
を
馳
驟
し
因

り
て
人
を
傷
つ
け
し
者
は
、
凡
そ
鬥
傷
に
一
等
減
ず
。
死

に
致
せ
し
者
は
杖
一
百
、
流
三
千
里
。
…
并
せ
て
埋
葬
銀

一
十
両
を
追く

わ

ふ
。
若
し
公
務
の
急
速
な
る
に
因
り
て
馳
驟

し
人
を
殺
傷
せ
し
者
は
、
過
失
を
以
て
論
ず
」（
注
26
）
。

理
由
な
く
人
の
多
い
街
中
や
宿
場
で
車
馬
を
走
ら
せ
て
人
を
傷

つ
け
た
場
合
、
闘
傷
律
の
罪
に
一
等
減
ら
す
。
致
死
の
場
合

は
、
重
い
流
刑
（
杖
一
百
、
流
三
千
里
）
に
処
し
、
さ
ら
に
遺

族
へ
の
補
償
と
し
て
埋
葬
銀
十
両
の
課
徴
と
い
う
処
罰
だ
が
、

後
段
に
、「
公
務
急
速
」
の
場
合
の
殺
傷
に
限
っ
て
、「
過
失
」

を
適
用
す
る
と
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
私
用
で
車
馬
を
疾
駆

さ
せ
て
人
を
殺
傷
す
る
と
、「
過
失
」
と
し
て
処
理
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
案
を
公
務
の
急
用
と
私
用
と
に
分
け
、

公
務
の
急
用
時
の
殺
傷
に
限
っ
て
「
過
失
」
と
す
る
の
は
、
人

の
多
い
街
市
で
車
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
自
体
を
違
法
と
考
え
た

か
ら
だ
（
注
27
）
。
唐
律
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
て
、
訳
も
な
く
繁
華
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な
と
こ
ろ
で
車
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
を
違
法
と
し
、
次
の
よ
う

に
言
う
。

「
諸す

べ

て
城
内
の
街
巷
及
び
人
衆
の
中
に
お
い
て
、
故
な
く

車
馬
を
走
ら
せ
し
者
は
笞
五
十
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
せ

し
者
は
、
闘
殺
傷
に
一
等
減
ず
」

「
若
し
公
私
に
要か

な
ら

ず
速
や
か
に
走
ら
す
べ
き
者
あ
ら
ば
、

坐
せ
ず
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
せ
し
者
は
、
過
失
を
以
て

論
ず
」（
以
上
『
唐
律
疏
議
』
雑
律
「
城
内
街
巷
走
車

馬
」
條
）

『
唐
律
疏
議
』
に
よ
れ
ば
、「
公
私
要
速
」
の
「
公
」
と
い
う
の

は
、「
公
事
で
速
や
か
に
す
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
公
文
書
や
官

物
な
ど
の
逓
送
や
勅
使
を
奉
じ
る
こ
と
」、「
私
」
と
い
う
の

は
、「
吉
凶
の
知
ら
せ
や
急
病
で
薬
を
求
め
る
こ
と
」
な
ど
に

限
定
さ
れ
て
い
る
（
注
28
）
。
公
私
の
急
用
で
走
ら
せ
る
こ
と
は
許

さ
れ
、
こ
の
場
合
の
殺
傷
に
限
っ
て
の
み
、「
過
失
」
罪
が
適

用
さ
れ
た
。
繰
り
返
す
が
、
中
国
法
で
は
、
人
混
み
の
中
で
車

馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
は
、
罪
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、

「
車
馬
殺
人
」
を
晋
律
の
よ
う
に
「
賊
殺
」
に
処
す
と
い
う

太
炎
の
議
論
は
、
中
国
法
の
「
過
失
」
概
念
に
基
本
的
に
は
沿

い
な
が
ら
、
大
清
律
の
「
杖
一
百
、
流
三
千
里
」、
唐
律
の

「
減
闘
殺
傷
一
等
」
に
比
べ
て
、
き
わ
め
て
厳
し
い
処
罰
だ
と

言
え
る
。

　

こ
の
厳
し
い
処
罰
は
、
都
市
化
や
産
業
化
に
対
す
る
太
炎
の

反
発
に
関
連
し
て
い
る
。
恐
ら
く
太
炎
は
、
近
代
交
通
に
よ
る

殺
傷
に
対
し
て
、
近
代
法
が
一
般
的
意
味
で
の
『
過
失
』
と
し

て
処
理
す
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

清
末
の
法
制
改
革
で
参
考
に
さ
れ
た
明
治
刑
法
（
明
治
十
三

年
制
定
）
は
、
い
わ
ゆ
る
過
失
致
死
を
「
二
十
圓
以
上
二
百
圓

以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
」（
第
四
節
「
過
失
殺
傷
ノ
罪
」
第
三
一

七
條
）、「
過
失
傷
害
」
を
「
十
圓
以
上
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
処

ス
」（
第
三
一
八
條
）
と
し
て
い
る
。
罰
金
刑
は
、
三
つ
に
分

類
さ
れ
る
「
軽
罪
ノ
主
刑
」
の
中
で
、
も
っ
と
も
軽
い
も
の
で

あ
る
（
注
29
）
。
ま
た
「
濫
リ
ニ
車
馬
ヲ
疾
駆
シ
テ
行
人
ノ
妨
害
ヲ

為
シ
タ
ル
者
」
は
「
一
日
以
上
三
日
以
下
ノ
拘
留
」
か
「
二
十

銭
以
上
一
圓
二
十
五
銭
以
下
ノ
科
料
」（
第
四
二
七
條
）
で
あ

る
。
当
時
の
新
し
い
運
輸
手
段
で
あ
っ
た
汽
車
の
事
故
規
定
に

し
て
も
、
そ
の
往
来
を
妨
害
し
危
険
を
な
し
た
場
合
「
重
懲

役
」
で
あ
り
、
運
輸
関
係
の
官
吏
や
雇
人
な
ど
が
そ
れ
を
犯
す

と
、「
本
刑
ニ
照
シ
一
等
ヲ
加
フ
」
と
あ
る
（
第
一
六
五
條
、

一
六
七
條
）。
太
炎
の
「
賊
殺
」
に
処
す
と
い
う
処
罰
に
比
べ

て
ま
だ
軽
い
。
清
末
に
構
想
さ
れ
た
『
刑
律
草
案
』
で
も
、
交

通
事
故
の
『
過
失
』
は
や
は
り
軽
い
（
後
述
）。

　

で
は
、
中
国
法
に
お
い
て
さ
え
、
も
と
も
と
車
馬
殺
傷
の
罪

は
死
罪
と
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
太
炎
は
な
ぜ
「
賊
殺
」
と
考
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え
た
の
か
。

　

一
九
世
紀
末
二
〇
世
紀
初
は
、
日
本
が
近
代
産
業
社
会
に
発

展
し
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
都
市
化
が
進
み
（
注
30
）
、
繁
華
な

都
市
に
電
車
や
乗
合
馬
車
な
ど
が
高
速
で
往
来
し
、
事
故
を
起

こ
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
、
新
し
い
運
輸
手
段

と
し
て
人
力
車
や
乗
合
馬
車
、
路
面
電
車
や
鉄
道
な
ど
が
出
現

し
た
。
鉄
道
や
乗
合
馬
車
な
ど
の
利
用
に
よ
っ
て
、
一
日
の
行

動
圏
が
徒
歩
時
代
に
比
べ
て
一
・
五
倍
か
ら
三
倍
に
な
っ
た
と

い
う
（
注
31
）
。
江
戸
時
代
な
ら
人
力
や
馬
で
輸
送
し
て
い
た
の
に
、

産
業
化
に
よ
っ
て
人
間
や
物
資
を
大
量
か
つ
高
速
に
輸
送
で
き

る
手
段
が
出
現
し
た
結
果
、
交
通
事
故
が
増
加
し
た
。
明
治
三

五
年
頃
を
境
に
し
て
、
自
他
の
過
失
に
よ
っ
て
諸
車
に
轢
か
れ

た
死
傷
者
数
が
急
増
し
た
の
で
あ
る
（
注
32
）
。
交
通
事
故
で
死
罪

に
処
す
と
い
う
太
炎
の
極
論
は
、
こ
の
大
き
な
転
換
期
に
東
京

に
住
ん
で
い
た
彼
が
日
本
の
現
状
を
見
て
発
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
太
炎
は
高
速
の
大
量
輸
送
手
段
で
あ
る
電
車
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

「
電
車
の
作お

こ

り
し
自
り
、
往
来
の
迅
軼
な
る
こ
と
、
飛
矢

よ
り
速
し
。
倉
猝
に
相
逢
ひ
て
、
回
顧
す
る
に
及
ば
ず
、

車
轢
の
刑
を
受
く
る
あ
る
の
み
。
日
本
を
観
れ
ば
、
一
歳

に
電
車
道
上
に
死
ぬ
る
者
、
幾
ん
ど
二
三
千
人
、
而
る
に

車
を
将
い
る
者
は
財わ

ず

か
に
罰
金
の
罪
を
得
る
の
み
。　

（
電
車
が
で
き
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
速
や
か
に
往
来
で

き
る
様
子
は
、
飛
矢
よ
り
も
速
い
く
ら
い
で
、
振
り
返
る

間
も
な
く
突
然
に
衝
突
し
て
、
車
に
轢
か
れ
て
し
ま
う
。

日
本
を
見
る
と
、
一
年
に
二
三
千
人
も
の
人
が
電
車
に
轢

か
れ
て
死
ぬ
が
、
運
転
手
は
わ
ず
か
に
罰
金
刑
で
済
む
だ

け
で
あ
る
）」（
注
33
）
。

日
本
で
路
面
電
車
が
開
業
し
た
の
は
、
一
八
九
五
年
の
京
都
で

あ
り
、
東
京
で
は
一
九
〇
三
年
で
あ
る
。
太
炎
は
「
二
三
千

人
」
が
轢
か
れ
た
と
記
す
が
、
道
路
交
通
政
策
史
方
面
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
自
他
の
過
失
に
よ
る
死
傷
事
故
件
数
は
、
ほ
ぼ
一

八
〇
〇
件
余
り
と
あ
る
（
注
34
）
。
死
者
数
は
五
〇
名
余
り
と
、
太

炎
の
挙
げ
る
数
値
と
大
き
く
違
う
も
の
の
、
件
数
と
し
て
は
近

い
。
多
く
の
死
傷
者
は
、
当
時
ま
だ
歩
車
道
の
区
別
が
普
及
せ

ず
、
通
行
マ
ナ
ー
も
な
い
ま
ま
に
都
市
化
が
進
み
、
乗
合
馬
車

や
路
面
電
車
が
導
入
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

太
炎
は
、
こ
の
交
通
事
故
死
と
い
う
急
激
に
進
む
近
代
化
の
現

実
に
対
し
て
、
死
刑
と
い
う
厳
罰
で
臨
も
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
彼
が
反
功
利
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
、
産
業
社
会
に
批
判

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
彼
は
、
電
車
と
い
う
近

代
的
運
輸
手
段
に
つ
い
て
、
こ
う
言
う
。

「
夫
れ
電
車
は
祗た

だ
商
人
の
た
め
に
利
を
増
す
の
み
。
民

の
事
に
お
い
て
は
豪
毛
も
益
な
し
。
以
為
ふ
に
、
利
し
て
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人
を
賊
殺
す
る
こ
と
、
視く

ら

ぶ
る
に
軽
狡
に
し
て
人
を
賊
殺

す
る
を
以
て
す
れ
ば
、
其
の
情
罪
は
当
に
倍
蓰
す
べ
し
。

而
る
に
国
家
に
長
た
る
者
の
惟
だ
媚
び
を
富
人
に
取
る
の

み
な
る
に
、
詭い

つ

は
り
て
公
益
と
称
し
、
其
の
刑
誅
を
弛
く

せ
ん
と
欲
す
。
立
憲
の
国
は
固も

と

よ
り
責
む
る
に
足
る
な
き

の
み
。
漢
土
の
法
律
は
敝
す
と
雖
も
、
昔
よ
り
未
だ
富
人

を
尊
寵
す
る
者
あ
ら
ず
。　
（
電
車
は
商
人
の
た
め
に
利

益
を
増
や
し
て
い
る
だ
け
だ
。
民
衆
に
は
、
ま
っ
た
く
無

益
で
あ
る
。
利
益
を
求
め
て
人
を
〔
交
通
事
故
で
〕
殺
す

こ
と
は
、
軽か

る
は
ず
み狡

な
行
為
に
よ
っ
て
〔
車
馬
を
街
市
で
疾
駆

さ
せ
て
〕
人
を
賊
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
と
比
べ
て
も
、
そ

の
犯
情
は
数
倍
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
国
家
の
指
導
者
は
、

た
ん
に
媚
び
を
富
豪
に
売
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
そ
れ

を
公
益
だ
と
偽
り
、〔
疾
駆
す
る
車
馬
に
よ
る
殺
傷
の
〕

刑
罰
を
緩
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
は
、
何
と
し
た
こ
と

か
。
立
憲
の
国
〔
日
本
〕
は
も
と
よ
り
責
め
る
に
値
し
な

い
。
中
国
の
法
律
は
弊
害
が
あ
る
と
は
い
え
、
昔
か
ら
富

豪
を
尊
ん
だ
も
の
は
な
い
の
だ
）」（
注
35
）
。

太
炎
は
、
近
代
都
市
に
お
け
る
車
両
に
よ
る
傷
害
致
死
を
「
賊

殺
」
に
も
等
し
い
と
言
う
。
そ
れ
は
彼
の
目
に
、
都
市
化
や
産

業
化
の
流
れ
は
富
人
を
利
す
る
も
の
、
と
映
っ
た
か
ら
だ
。
彼

は
反
功
利
主
義
の
立
場
に
立
つ
か
ら
、
利
益
獲
得
の
た
め
に
人

間
が
動
く
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
る
（
注
36
）
。
彼
が
五
朝
の
法
を

高
く
評
価
し
た
点
の
一
つ
は
、「
抑
富
人
」
か
ら
で
あ
っ
た
が

（
続
稿
）、「
重
生
命
」
の
点
で
も
、
富
人
や
産
業
社
会
へ
の
反

発
が
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
産
業
社
会
の
功
利
的
行

動
に
は
否
定
的
で
、
彼
が
描
い
た
「
諦
実
之
共
和
」
社
会
で
は

農
業
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
注
37
）
。
だ
か
ら
こ
そ
、
晋
律
は
反
功

利
主
義
の
立
場
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
、
産
業
社
会
の
交
通
事

故
は
功
利
主
義
に
基
づ
く
と
し
て
厳
罰
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

「
余
以
ふ
に
、
電
車
を
造
り
て
用
ふ
る
者
は
、
当
に
「
走

馬
衆
中
」
に
比
す
べ
く
、
二
歳
刑
を
与
ふ
。
因
り
て
人
を

殺
せ
し
者
は
「
走
馬
衆
中
殺
人
」
に
比
し
、
商
主
及
び
御

夫
は
皆
殊
死
す
。　
（
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
電
車
を

造
っ
て
使
用
し
た
ら
、〔
晋
律
の
〕「
馬
を
衆
中
に
走
ら
せ

る
」
の
と
同
様
に
し
て
、
二
歳
刑
に
す
る
。
そ
れ
で
人
を

殺
し
た
ら
、「
馬
を
衆
中
に
走
ら
せ
て
人
を
殺
す
」
に
比

定
し
て
、
商
人
や
運
転
手
を
斬
刑
に
す
る
）」（
注
38
）
。

近
代
都
市
に
お
け
る
交
通
自
体
を
罪
悪
と
見
な
し
、
交
通
事
故

に
よ
る
殺
人
で
斬
刑
に
処
す
る
と
い
う
の
は
、
実
に
極
端
な
議

論
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
太
炎
が
功
利
主
義
を
批
判
し
、

政
治
と
道
徳
に
思
索
を
集
中
さ
せ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
言
い
換

え
れ
ば
、
彼
が
構
想
す
る
新
し
い
社
会
は
、
近
代
的
な
産
業
社
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会
像
か
ら
隔
た
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
太
炎
の
た

め
に
弁
ず
れ
ば
、『
欽
定
大
清
現
行
刑
律
』（
一
九
一
〇
年
五
月

一
五
日
）
で
も
「
車
馬
殺
傷
人
」
條
は
、
大
清
律
と
内
容
は
変

わ
ら
ず
、
近
代
都
市
で
の
交
通
事
故
を
想
定
し
て
い
な
い（
注
39
）
。

『
欽
定
大
清
現
行
刑
律
』
は
、
近
代
的
な
『
刑
律
草
案
』（
新
刑

律
第
一
次
草
案
）
が
批
判
を
受
け
た
結
果
、
大
清
律
か
ら
前
近

代
的
な
も
の
を
適
宜
刪
っ
た
折
衷
的
な
も
の
で
あ
り
（
注
40
）
、
本

條
だ
け
を
見
れ
ば
、
清
末
民
初
、
都
市
化
に
と
も
な
う
交
通
事

故
は
、
ま
だ
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

　

も
っ
と
も
『
刑
律
草
案
』（
一
九
〇
七
）
や
『
修
正
刑
律
草

案
』（
一
九
一
〇
年
二
月
二
日
）、『
欽
定
大
清
刑
律
』（
一
九
一

一
年
一
月
二
五
日
）
の
場
合
（
注
41
）
、
交
通
事
故
関
係
の
規
定
に

限
っ
て
言
え
ば
、
近
代
的
で
あ
る
。『
刑
律
草
案
』
な
ど
が
明

治
刑
法
を
参
照
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば

『
刑
律
草
案
』
第
二
一
〇
條
は
、
過
失
に
よ
っ
て
「
載
人
之
気

車
・
電
車
・
船
艦
」
が
往
来
上
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
の

規
定
で
あ
り
、「
車
馬
殺
傷
人
」
條
に
相
当
す
る
。
そ
の
場
合
、

『
刑
律
草
案
』
は
、
過
失
で
往
来
危
険
の
罪
を
犯
す
と
「
三
百

圓
以
下
罰
金
」
に
処
し
、
当
該
業
務
の
従
事
者
が
往
来
危
険
の

罪
を
犯
す
と
、「
四
等
〔
三
年
未
満
一
年
以
上
︱
小
林
注
〕
以

下
有
期
徒
刑
、
拘
留
或
一
千
圓
以
下
罰
金
」
に
処
す
。『
修
正

刑
律
草
案
』（
第
二
一
六
条
）
で
も
、
文
言
や
罰
金
額
に
や
や

異
同
は
あ
る
が
、
内
容
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
（『
欽

定
大
清
刑
律
』
第
二
一
四
条
は
、「
凡
」「
其
」
の
両
字
が
削
除

さ
れ
「
項
」
字
が
「
等
」
に
な
っ
た
他
は
、『
修
正
刑
律
草
案
』

の
条
文
規
定
と
同
じ
で
あ
る
）（
注
42
）
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は

『
欽
定
大
清
現
行
刑
律
』
と
は
違
い
、
都
市
に
お
け
る
交
通
事

故
の
関
係
規
定
が
近
代
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
太
炎
が
電
車
の
運
転
手
を
斬
刑
に
処
す
と

い
う
の
は
、
い
か
に
も
極
論
で
あ
り
、
交
通
事
故
の
法
的
抑
止

と
い
う
よ
り
も
、
反
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
産
業
社
会
へ

の
呪
詛
に
近
い
も
の
に
見
え
て
く
る
。
彼
の
極
論
は
、
明
治
日

本
を
見
て
生
ま
れ
た
産
業
化
や
中
国
の
「
紳
士
」
に
対
す
る
批

判
（
続
稿
）
に
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
太
炎
は
「
重
生
命
」
の
視
点
に
立
っ
て
、
五
朝
の
法
を

二
つ
の
点
か
ら
評
価
し
た
。
一
つ
は
、
五
朝
の
法
が
、
伝
統
的
な

中
国
法
と
は
違
っ
て
、
家
族
関
係
に
お
け
る
尊
卑
長
幼
の
身
分
関

係
に
基
づ
く
罪
刑
の
違
い
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
車
馬
に
よ
る
人
の
殺
傷
に
お
い
て
、
加
害
者
側
に
厳
し
い
罰

則
を
科
す
る
か
ら
で
あ
る
。
太
炎
が
近
代
法
導
入
を
批
判
し
た
と

は
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
点
を
見
る
と
、
張
之
洞
ら
と
違
う
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
尊
卑
長
幼
と
い
う
礼
制
が
法
の
中

に
入
り
込
み
、
身
分
関
係
に
よ
り
、
同
じ
罪
で
も
処
罰
を
異
に
す

る
中
国
法
の
基
本
的
性
格
に
対
し
て
、
太
炎
は
異
議
を
唱
え
て
い

（ 58 ）



る
の
で
あ
る
。
張
之
洞
ら
の
三
綱
護
持
の
立
場
と
正
反
対
な
こ
と

が
分
か
る
。
そ
し
て
、
中
国
法
の
基
本
的
性
格
が
中
国
法
制
史
研

究
の
早
い
段
階
で
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
、
特
筆
に
値
し

よ
う
。

　

以
上
、
要
す
る
に
、「
重
生
命
」
の
議
論
は
、
西
洋
的
な
人
権

の
観
念
で
は
な
く
、
身
分
が
違
っ
て
も
法
を
均
し
く
適
用
す
べ
き

だ
と
い
う
考
え
を
基
調
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
祖
父
母
・
父
母
や

夫
の
懲
戒
な
ど
の
私
刑
罰
を
認
め
な
い
こ
と
だ
と
言
い
換
え
て
も

よ
い
（
注
43
）
。
私
刑
罰
の
問
題
は
、
次
の
「
恤
無
告
」
の
議
論
で
も

扱
わ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、「
恤
無
告
」
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節　
「
恤
無
告
」
の
視
点

　
「
恤
無
告
」
の
議
論
は
、
儒
教
の
貴
ん
で
き
た
復
仇
と
国
家
の

代
理
処
罰
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
法
の
普
遍
的
適
用
の

問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
議
論
に
費
や
さ
れ
た
紙
幅
は
、
お
お
よ

そ
「
重
生
命
」
が
全
体
の
約
一
七
％
、「
恤
無
告
」
が
約
八
％
、

「
平
吏
民
」
が
約
二
六
％
、「
抑
富
人
」
が
約
二
〇
％
（
そ
の
他
約

二
九
％
）
を
占
め
る
か
ら
、「
恤
無
告
」
は
四
つ
の
論
点
の
中
で

最
も
短
い
。
復
仇
の
議
論
で
あ
る
か
ら
、
太
炎
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、「
恤
無
告
」
に
紙
幅
が
大
き
く
割
か
れ
る
か
に
思
わ
れ
る
が
、

案
に
相
違
し
て
最
も
少
な
い
の
は
、
彼
の
関
心
が
ま
ず
法
の
普
遍

的
適
用
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
復
仇
は
彼
の
原
則
に

反
し
て
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
例
外
的
事
項
な
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
復
仇
は
、
中
国
古
来
の
慣
習
で
あ
り
、
経
典
も
そ
れ

を
記
す
。
経
典
の
成
立
時
期
に
よ
っ
て
法
と
復
仇
の
関
係
に
対
す

る
評
価
に
は
違
い
が
あ
る
。
早
く
成
立
し
た
経
典
ほ
ど
復
仇
是
認

の
傾
向
が
強
く
、
成
立
の
遅
れ
る
『
周
礼
』
な
ど
で
は
、
復
仇
を

制
限
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
（
注
1
）
。

　

例
え
ば
『
礼
記
』
曲
礼
上
「
父
の
讐
は
、
与
に
共
に
天
を
戴
か

ず
、
兄
弟
の
讐
は
、
兵
に
反か

え

ら
ず
」
と
か
、『
春
秋
公
羊
伝
』
隠

公
十
一
年
「
君
弑
せ
ら
れ
て
、
臣
、
賊
を
討
た
ざ
る
は
、
臣
に
非

ざ
る
な
り
。
子
、
讐あ

だ

を
復
せ
ざ
る
は
、
子
に
非
ざ
る
な
り
」
は
、

是
認
す
る
方
向
で
あ
る
。『
周
礼
』
地
官
調
人
に
、
過
失
殺
傷
の

時
、
復
仇
を
避
け
さ
せ
る
た
め
に
遠
地
に
移
す
な
ど
の
記
事
が
あ

る
（
注
2
）
。
こ
れ
は
復
仇
制
限
の
一
例
で
あ
る
。

　

復
仇
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
、
過
失
殺
人
や
正
当
防
衛
の
殺
人
な

ど
、
従
来
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
経
典
と
法
を
根
拠
に
論
じ
ら
れ
て

き
た
（
注
3
）
。
と
い
う
の
も
、
復
仇
は
、
儒
教
の
立
場
か
ら
認
め
ざ

る
を
え
な
い
倫
理
的
義
務
で
あ
る
一
方
で
、
国
家
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
法
の
普
遍
的
適
用
の
上
で
認
め
ら
れ
な
い
人
命
事
犯
だ
か

ら
で
あ
る
。
倫
理
的
に
許
さ
れ
た
私
刑
罰
を
ど
う
扱
う
の
か
。
復

仇
は
、
倫
理
と
法
と
の
微
妙
な
均
衡
の
上
に
あ
っ
た
わ
け
だ
。
太
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炎
の
議
論
も
焦
点
が
こ
こ
に
置
か
れ
た
が
、
彼
は
「
五
朝
法
律
索

隠
」
を
書
く
以
前
、
す
で
に
復
仇
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
。
復
仇

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
法
自
体
の
性
格
及
び
中
国
の
裁
判

制
度
で
は
裁
き
き
れ
な
い
現
実
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
例
え
ば
「
定
復
仇
之
是
非
」（『
民
報
』
第
一
六
号
、
一
九
〇

七
年
）
の
冒
頭
、
復
仇
を
定
義
し
て
言
う
。

「
平
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
を
平
ら
か
に
す
る
に
平
ら
か
な
ら

使
む
る
者
を
以
て
す
。
斯
れ
復
仇
と
謂
ふ
。　
（〔
法
律
適
用

の
上
で
〕
公
平
で
な
い
も
の
を
公
平
に
す
る
の
に
、
公
平
に

さ
せ
る
手
段
を
使
う
。
こ
れ
が
復
仇
で
あ
る
）」（
注
4
）

復
仇
と
は
、
法
律
が
遍
く
適
用
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
用
い
て
公

平
に
す
る
、
私
的
な
懲
罰
手
段
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章

の
後
段
で
、
彼
は
法
を
定
義
し
て
い
る
。

「
法
律
な
る
者
は
、
則
ち
公
羣
を
以
て
私
人
の
復
仇
に
代
へ

る
の
み
。
既
に
相
代
は
れ
ば
、則
ち
私
人
の
復
仇
す
る
者
は
、

自
ず
か
ら
禁き

遮ん

じ
る
可
し
。　
（
法
律
と
は
、
集
団
〔
が
罰

す
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
個
人
の
復
仇
に
代
替
す
る
も
の
だ
。

代
替
す
る
以
上
、
個
人
の
復
仇
は
禁
止
し
て
よ
い
）」（
注
5
）

法
律
は
、
本
来
集
団
が
処
罰
を
代
行
す
る
こ
と
で
、
個
人
に
報
復

さ
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
太
炎
は
続
け
て
言

う
。
法
の
証
拠
主
義
と
い
う
性
格
が
犯
罪
を
見
逃
す
懼
れ
を
生

む
。
法
律
は
本
来
寛
大
で
公
平
な
も
の
な
の
で
、
無
実
の
者
に
罪

が
及
ぶ
懼
れ
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
証
拠
が
不
十
分
だ
と
、
罪
に
問

え
ず
、
結
果
的
に
巧
み
な
犯
罪
者
は
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら

だ
（
注
6
）
。
法
の
性
格
が
こ
う
で
あ
る
上
に
、
中
国
で
は
裁
判
制
度

が
不
備
だ
か
ら
、
周
漢
以
来
、
い
つ
も
復
仇
の
律
を
緩
や
か
に
し

て
私
的
処
罰
を
許
し
、
儒
教
も
復
仇
を
認
め
て
き
た
、
と
（
注
7
）
。

そ
し
て
西
洋
の
法
は
復
仇
を
認
め
な
い
、
と
批
判
し
た
。

「
欧
美
の
法
は
則
ち
然
ら
ず
。
復
仇
す
る
者
と
雖
も
、
亦
た

尋
常
の
殺
傷
と
罪
を
等
し
く
す
。
審
ら
か
に
自
ら
其
の
讞
法

の
周あ

ま

ね
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、
悍
然
と
し
て
以
て
完
具
と
為

す
。
是
れ
則
ち
復
仇
を
以
て
野
蛮
と
為
す
者
に
し
て
、
乃
ち

国
家
の
自
ら
過
ち
を
文か

ざ

る
を
為
す
所
以
な
る
の
み
。　
（
西

洋
の
法
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
復
仇
で
あ
っ
て
も
普
通
の
殺

傷
罪
と
同
じ
で
あ
る
。
明
ら
か
に
裁
判
法
の
不
備
を
知
り
な

が
ら
、
性
急
に
も
完
備
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
は
復
仇
を

野
蛮
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
国
家
が
自
ら
過
ち
を
う
ま
く

飾
っ
て
蔽
い
隠
す
理
由
な
の
で
あ
る
）」（
注
8
）

こ
の
よ
う
に
太
炎
は
、
法
の
証
拠
主
義
の
孕
む
問
題
や
中
国
の
裁

判
制
度
の
不
備
を
理
由
に
、
復
仇
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、
復
仇
に

限
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
私
刑
罰
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
漢
魏

の
旧
法
で
は
、
謀
殺
・
故
殺
・
賊
殺
の
諸
科
で
、
官
が
治
め
ら
れ

な
い
場
合
、
そ
の
子
孫
の
復
仇
を
認
め
た
。
例
え
ば
魏
の
陳
群
の
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律
に
は
、「
賊
闘
で
人
を
殺
し
た
と
き
、
弾
劾
さ
れ
て
逃
げ
る
と
、

古
義
に
よ
っ
て
、
殺
さ
れ
た
側
の
子
弟
が
（
そ
の
者
を
）
追
っ
て

殺
す
こ
と
を
聴ゆ

る

す
。
た
ま
た
ま
赦
さ
れ
た
り
過
誤
で
殺
し
た
と
き

は
、
復
仇
し
て
は
な
ら
な
い
」（『
晋
書
』
刑
法
志
）
と
あ
る
。
ま

た
『
後
漢
書
』
桓
譚
伝
も
、
法
の
処
罰
と
復
仇
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
を
殺
傷
し
て
法
に
服
し
た
と
し
て
も
、
子

孫
が
怨
み
に
思
っ
て
そ
の
者
に
復
仇
す
る
と
、
世
間
で
は
そ
れ
を

豪
健
と
称
賛
す
る
。
し
か
し
、
今
、
旧
令
を
明
ら
か
に
す
べ
き

だ
。
す
で
に
官
の
処
罰
に
服
し
て
い
る
の
に
、
勝
手
に
怨
み
を
懐

い
て
殺
傷
し
た
場
合
、
一
身
が
逃
げ
て
も
、
家
属
を
み
な
辺
境
に

徙
し
、
傷
害
の
場
合
は
、
常
刑
に
二
等
を
加
え
る
。
人
を
雇
い
本

人
に
代
わ
っ
て
労
役
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
雇
山
の
刑
罰
で
贖
罪
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
子
孫
の
復

仇
を
限
定
的
に
認
め
て
き
た
の
は
、
法
の
普
遍
的
適
用
が
困
難
で

あ
る
か
ら
だ
、
と
（
注
9
）
。

　

太
炎
は
、
上
の
よ
う
に
古
代
の
律
は
国
家
に
よ
る
処
罰
が
不
十

分
な
の
で
子
孫
の
復
仇
を
認
め
た
、
と
言
う
。
桓
譚
伝
な
ど
か
ら

分
か
る
こ
と
は
、
旧
令
で
復
仇
を
禁
止
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
復
仇
が
民
間
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
二

つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
太
炎
は
、
復
仇
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
事

実
よ
り
も
、
許
さ
れ
た
現
実
に
着
目
し
、
復
仇
を
公
刑
罰
の
不
十

分
さ
を
補
う
も
の
と
し
て
容
認
し
た
。
桓
譚
伝
の
「
宜
申
明
旧

令
」
の
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
旧
令
で
は
、
殺
人
で
官
誅
に

服
し
て
い
る
場
合
、
勝
手
な
復
仇
は
認
め
て
い
な
い
の
に
、
で

あ
る
。

　

彼
は
言
う
。
法
吏
の
断
獄
は
証
拠
に
よ
っ
て
罪
の
当
否
を
決
め

る
が
、
証
拠
が
不
十
分
だ
と
、
処
罰
は
出
来
な
い
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
狡
詐
な
る
者
は
、
い
よ
い
よ
や
り
た
い
放
題
に
な
り
、
死
者

は
報
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
復
仇
は
許
さ
れ
る
、
と
。
さ
ら
に
容

認
の
理
由
を
加
え
て
言
う
。「
受
賕
枉
法
」
や
「
姻
族
相
私
」
な

ど
の
場
合
は
、
ま
だ
何
と
か
処
置
で
き
る
が
（
注
10
）
、
法
吏
が
囚
人

と
友
人
関
係
に
あ
る
と
か
、
他
の
こ
と
で
徒
党
を
組
ん
で
い
る
場

合
、
そ
の
罪
は
容
疑
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
、
証
拠
を
き
っ
ち
り

揃
え
な
い
と
、
犯
人
は
法
的
に
釈
放
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
（
注
11
）
。

太
炎
が
子
孫
の
復
仇
を
容
認
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
中
国
に
お
け

る
法
制
の
現
実
の
隙
間
を
埋
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
中
で
も
法
吏

が
賄
を
う
け
て
法
を
枉
げ
た
り
、
犯
人
と
縁
故
関
係
が
あ
っ
た
り

し
て
、
法
の
適
用
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
懼
れ
が
現
実
に
あ
る
。

だ
か
ら
「
恤
無
告
」
で
は
、
復
仇
を
法
運
用
の
面
で
補
う
と
し
て

容
認
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
言
う
。

「
子
姓
の
復
仇
を
聴
す
は
、
国
家　

明
ら
か
に
法
令
の
力
の

以
て
尽
く
罪
人
を
得
る
に
は
足
ら
ざ
る
を
知
れ
ば
な
り
。
故

に
其
の
自
ら
相
捕
戮
す
る
に
任
す
。
且
つ
国
家
の
名
義
を
以

て
個
人
を
抑
制
せ
ず
。　
（〔
古
来
〕
子
孫
の
復
仇
を
認
め
た
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の
は
、
国
家
が
法
令
の
力
で
こ
と
ご
と
く
罪
人
を
得
る
に
は

不
十
分
だ
、
と
ハ
ッ
キ
リ
と
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ

故
、
子
孫
が
捕
え
て
復
仇
す
る
に
任
せ
、
国
家
と
い
う
名
義

に
よ
っ
て
、
個
人
を
抑
制
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）」（
注
12
）
。

た
だ
し
、
太
炎
は
、
子
孫
の
復
仇
を
認
め
る
場
合
、
報
殺
に
限
っ

た
。
彼
は
鄭
玄
の
「
父
母
兄
弟
師
長
嘗
辱
焉
、
而
殺
之
者
、
為
得

其
宜
（
父
母
・
兄
弟
・
師
長
が
辱
め
を
受
け
る
と
、
辱
め
た
者
を

殺
す
の
は
、
義
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
る
）」（
注
13
）
と
い
う
解
釈
を

批
判
し
て
い
る
。
太
炎
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
鄭
玄
の
私
意
で

あ
っ
て
律
の
明
文
で
は
な
い
。
律
は
、
た
だ
報
殺
の
場
合
し
か
認

め
て
い
な
い
。
父
母
や
師
長
が
辱
め
を
う
け
て
も
、
そ
れ
は
切
膚

の
痛
み
で
は
な
い
か
ら
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
太
炎
の
考
え

は
、
経
学
の
理
解
と
は
違
う
。
例
え
ば
賈
公
彦
の
疏
（『
周
礼
』

地
官
調
人
）
は
、
鄭
玄
注
の
「
義
、
宜
也
」
句
に
対
し
て
、『
論

語
』「
見
義
不
為
、
無
勇
也
」（
為
政
篇
）
を
引
き
、
辱
め
を
受
け

た
こ
と
の
復
仇
も
義
だ
と
補
強
し
た
。
鄭
玄
が
「
謂
父
母
兄
弟
師

長
三
者
嘗
辱
、
子
弟
及
弟
子
則
得
殺
之
」
と
言
っ
た
の
は
、「
そ

の
宜
を
得
る
こ
と
な
の
だ
」
と
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
父
母
や

師
長
の
受
け
る
辱
め
と
は
、
ス
テ
ー
タ
ス
の
受
け
る
心
理
的
屈
辱

で
あ
り
、
人
命
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
経
学
は
復
仇
の
範
囲

を
拡
張
し
、
そ
れ
を
道
徳
的
に
容
認
し
た
わ
け
だ
が
、
太
炎
が

報
殺
に
限
る
と
主
張
し
た
の
は
、
こ
の
拡
張
を
認
め
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
太
炎
は
睚
眦
の
怨
み
や
過
失
殺
の
場
合
で
は
、
復

仇
を
認
め
て
い
な
い
と
分
か
る
。
し
か
し
、
彼
の
復
仇
論
は
あ
る

範
囲
に
限
っ
て
報
復
を
認
め
、
国
家
に
よ
る
代
理
処
罰
を
認
め
な

い
点
で
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
近
代
法
と
は
違
う
。
前
述
の
通
り
、

「
定
復
仇
之
是
非
」
に
お
い
て
も
、
西
洋
法
が
復
仇
を
許
さ
ず
一

般
の
殺
人
と
同
罪
に
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。
中
国
に

は
、
も
と
も
と
法
網
を
く
ぐ
り
抜
け
る
現
実
や
裁
判
制
度
の
不
備

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
法
の
運
用
実
態
は
、
中
国
の
官

制
や
地
方
自
治
の
在
り
方
に
関
わ
り
、
問
題
が
あ
っ
た
。
法
に
よ

る
裁
定
に
代
わ
っ
て
実
力
行
使
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
（
注
14
）
。
報
復
の
一
部
容
認
は
、
法
が
普
遍
的
に
公
平
に
適

用
さ
れ
な
い
中
国
の
制
度
的
現
実
を
踏
ま
え
た
結
果
と
言
え
よ
う
。

　

前
項
の
「
重
生
命
」
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
恤
無

告
」
で
も
同
様
で
、
太
炎
は
、
規
範
か
ら
の
逸
脱
に
対
し
て
、
法

を
均
し
く
公
平
に
適
用
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
、
復
仇
に

つ
い
て
は
限
定
的
に
私
刑
罰
を
認
め
た
。
中
国
法
は
「
情
理
」
に

基
づ
い
て
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
処
理
さ
れ
（
注
15
）
、
そ
れ
故
地
方

官
や
胥
吏
が
か
な
り
自
在
に
法
を
運
用
で
き
る
実
態
が
あ
る
か

ら
、
法
網
か
ら
漏
れ
た
も
の
に
対
し
て
実
力
で
報
復
を
す
る
し
か

な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
法
の
空
文
化
し
た
現
実
を
埋
め
る
実

力
の
報
復
、
そ
れ
が
復
仇
に
他
な
ら
な
い
。
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で
は
、「
平
吏
民
」
の
視
点
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

�

（
以
下
続
稿
）

注

は
じ
め
に

（
１
）
拙
稿
「
章
炳
麟
『
五
朝
法
律
索
隠
』
の
歴
史
的
位
置
」、『
中
国
研
究

集
刊
』
號
号
（
総
五
六
号
）、
二
〇
一
三
年
。

（
２
）「
虜
憲
廃
疾
」
は
、
彼
の
「
代
議
然
否
論
」（『
民
報
』
第
二
四
号
、
一

九
〇
八
年
一
〇
月
一
〇
日
）
の
附
録
で
あ
る
が
、「
代
議
然
否
論
」
が
『
太

炎
文
録
』（
一
九
一
五
）
に
収
載
さ
れ
る
際
、一
緒
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
清
朝
の
憲
法
大
綱
を
批
判
し
た
「
虜
憲
廃
疾
」
は
、
清
朝
が
倒
潰

し
た
今
、無
用
に
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
か
と
思
わ
れ
る
。拙
稿「
章

炳
麟
『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
』

人
文
科
学
系
列
第
四
六
号
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
３
）
辛
亥
前
を
主
に
す
る
と
、法
家
や
法
に
つ
い
て
の
議
論
は
、例
え
ば
『
訄

書
』
の
儒
法
篇
（
初
刻
本
、
重
訂
本
、『
検
論
』）、
商
鞅
篇
（
初
刻
本
、

重
訂
本
、『
検
論
』）、
刑
官
篇
（
初
刻
本
、
重
訂
本
、『
検
論
』）、
定
律

篇
（
初
刻
本
、
重
訂
本
）、
通
法
篇
（
重
訂
本
、『
検
論
』）、『
検
論
』
の

漢
律
考
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
、「
法
」
字
を
訓
詁
学
的
に
論
じ
た
も

の
に
は
、「
説
刑
名
」（
一
九
〇
八
）
な
ど
が
あ
る
。
時
事
的
な
法
批
判
は
、

「
虜
憲
廃
疾
」
で
あ
る
。

（
４
）
清
末
の
法
学
者　

沈
家
本
は
、
中
国
で
は
法
学
が
元
・
明
・
清
に
な

る
と
衰
え
て
、士
人
が
法
学
を
軽
視
し
た
と
指
摘
す
る（「
法
学
盛
衰
説
」、

『
寄
簃
文
存
』
巻
三
、『
歴
代
刑
法
考　

附
「
寄
簃
文
存
」』
所
収
二
一
四

三
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）。
法
が
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、

士
人
は
経
学
を
学
ん
で
も
法
学
は
学
ば
ず
、
法
学
分
野
に
逸
材
の
欠
け

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
太
炎
の
よ
う
な
優
れ
た
古
典
学
者
が
法
を
具

体
的
に
論
じ
た
の
は
、
稀
な
の
で
あ
る
。

第
一
節

（
１
）
岡
田
朝
太
郎
の
『
刑
律
草
案
』
は
、
二
編
五
三
章
（
総
則
一
七
章
、

分
則
三
六
章
）
合
計
三
八
七
條
あ
っ
て
、
旧
律
の
大
き
な
変
更
点
は
五

つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
刑
名
を
改
め
た
（
旧
律
の
五
刑
を
死
刑
・

徒
刑
・
拘
留
・
罰
金
の
四
種
類
に
し
た
）。
②
死
刑
を
斟
酌
し
て
適
宜
減

ら
し
た
。
③
死
刑
を
一
種
類
に
し
た
。
④
「
比
附
」
を
削
除
し
て
、
罪

刑
法
定
主
義
を
採
用
し
た
。
⑤
十
六
歳
を
刑
事
責
任
年
齢
に
し
た
、
で

あ
る
。
岡
田
草
案
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
島
田
正
郎
『
清
末
に
お
け
る

近
代
的
法
典
の
編
纂
』第
七
章「
大
清
刑
律
草
案
と
大
清
現
行
刑
律
」（
創

文
社
、
昭
和
五
五
年
）
参
照
。
日
本
人
法
学
者
と
清
末
に
お
け
る
近
代

法
の
導
入
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宮
坂
宏
「
清
末
の
近
代
法
典
編
纂

と
日
本
人
学
者
︱
刑
律
草
案
と
岡
田
朝
太
郎
︱
」（『
専
修
大
学
社
会
科

学
研
究
所
月
報
』
四
六
・
四
七
、
一
九
六
七
年
）、
張
培
田
「
清
末
の
刑

事
制
度
改
革
に
対
す
る
日
本
か
ら
の
影
響
」（
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
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（
二
）『
法
律
制
度
』
所
収
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
参
照
。

（
２
）
島
田
正
郎
前
掲
書
第
七
章
第
三
節
「
大
清
刑
律
草
案
を
め
ぐ
る
論
争
」。

小
野
和
子
『
五
四
時
期
家
族
論
の
背
景
』
第
一
章
、
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
共
同
研
究
報
告
『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
五
函
、
同
朋
舎
、

一
九
九
二
年
。
小
野
和
子
「
清
末
の
新
刑
律
暫
行
章
程
の
原
案
に
つ
い

て
」、『
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念　

中
国
の
伝
統
社
会
と
家
族
』
所
収
、

汲
古
書
院
、一
九
九
三
年
。
松
田
恵
美
子
「
清
末
礼
法
争
議
小
考
」（
一
）

（
二
）『
法
学
論
叢
』
一
三
七
巻
二
号
、
一
三
七
巻
五
号
、
一
九
九
五
年
。

（
３
）
宮
坂
宏
前
掲
論
文
。

（
４
）
新
し
い
刑
律
草
案
は
『
修
正
刑
律
草
案
』（
新
刑
律
第
二
次
草
案
、
一

九
一
〇
年
二
月
二
日
）
な
ど
を
経
て
、
六
回
も
修
正
さ
れ
た
草
案
が
、

結
局
『
欽
定
大
清
刑
律
』（
一
九
一
一
年
一
月
二
五
日
）
と
な
り
、
そ
こ

で
辛
亥
革
命
を
迎
え
た
。
修
正
過
程
で
紛
糾
し
た
議
題
は
、
卑
幼
の
尊

親
属
に
対
す
る
正
当
防
衛
規
定
や
夫
の
い
な
い
婦
人
の
和
姦
行
為
な
ど

の
扱
い
で
あ
っ
た（
黄
源
盛
纂
輯『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注（
上
）』「
編

集
凡
例
」、「
欽
定
大
清
刑
律
・
編
輯
説
明
」、
台
北
元
照
出
版
有
限
公
司
、

二
〇
一
〇
年
。
小
野
和
子
前
掲
書
及
び
前
掲
論
文
な
ど
参
照
）。

（
５
）「
五
朝
法
律
索
隠
」
に
は
、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
と
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）

所
収
の
『
太
炎
文
録
』
テ
キ
ス
ト
と
が
あ
り
、
字
句
に
異
同
が
あ
る
。

こ
の
引
用
の
場
合
、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
の
「
法
律
者
、
因
其
俗
而
為
之
。

約
定
俗
成
、
於
是

0

0

有
是
非
之
劑
」
の
「
於
是
」
が
、『
太
炎
文
録
』
テ
キ

ス
ト
で
は
「
案
始
」
に
修
改
さ
れ
て
い
る
（
傍
点
は
修
改
さ
れ
た
箇
所
。

以
下
同
じ
）。
大
旨
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
以
下
便
宜
的
に
全
集
の
頁
数

を
掲
げ
て
お
く
。『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
七
八
頁
、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八
五
年
。

（
６
）『
清
国
行
政
法
』
第
壹
巻
第
一
編
第
三
章
「
不
文
法
」、
一
九
七
二
年

汲
古
書
院
再
刊
。
滋
賀
秀
三
「
伝
統
中
国
に
お
け
る
法
源
と
し
て
の
慣

習
︱
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
協
会
へ
の
報
告
︱
」、『
続
・
清
代
中
国
の
法
と

裁
判
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
。
寺
田
浩
明
「
権
利
と
冤
抑
︱
清
代
聴

訟
世
界
の
全
体
像
」、『
法
学
』
第
六
巻
第
五
号
、
一
九
九
七
年
。
滋
賀

氏
に
よ
る
と
、
慣
習
を
、
慣
行
を
基
に
し
て
長
い
間
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
来
た
不
文
法
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
慣
習
と
い
う
考
え
方

は
、
中
国
に
は
な
か
っ
た
。
存
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い

て
行
わ
れ
て
き
た
慣
習
だ
。
地
方
官
が
自
ら
の
裁
量
で
判
決
で
き
る
日

常
世
界
の
「
争
訟
」
に
お
い
て
は
、「
情
理
」
と
い
う
常
識
的
衡
平
感
覚

が
貴
ば
れ
て
、
西
洋
的
な
意
味
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
法
的
特
性
が
見

ら
れ
な
い
、
と
い
う
。
寺
田
氏
も
、「
法
」
と
「
理
」
が
ど
こ
ま
で
適
用

さ
れ
る
か
は
、
地
方
官
の
一
存
に
任
さ
れ
て
い
た
、
と
指
摘
す
る
。
い

わ
ゆ
る
「
人
治
」
の
世
界
で
あ
っ
て
、近
代
的
法
治
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
風
俗
や
習
慣
は
日
常
世
界
に
お
い
て
実
定
法
的
基
準
に
な

ら
ず
、
案
件
は
「
情
理
」
に
順
っ
て
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
処
理
さ
れ
、

法
が
厳
密
か
つ
均
質
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
炎
が

目
ざ
し
た
の
は
、
法
の
普
遍
的
な
適
用
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
法
は
習
俗

を
基
に
す
べ
き
だ
と
太
炎
が
言
う
意
味
は
、
西
洋
法
の
単
純
な
模
倣
は
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で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
７
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
七
九
頁
。

（
８
）
前
掲
『
清
国
行
政
法
』
第
壹
巻
第
一
編
第
二
章
「
成
文
法
」
第
二
節
「
法

典
以
外
ノ
成
文
法
」
第
一
款
「
則
例
」。

（
９
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
の
「
豈
欲

0

0

与
朽
骨
論
孝
慈
耶
。

舞
文
詭
弁

0

0

0

0

、
未
有
若
斯
之
甚
也

0

0

0

0

0

0

0

。
縦0

如
其
説0

、
翁
姦
子
婦
者
～
」
句
が
、

『
太
炎
文
録
』
テ
キ
ス
ト
で
は
、「
寧
当

0

0

与
朽
骨
論
孝
慈
耶
。
藉0

如
其
議0

、

翁
姦
子
婦
者
～
」
と
な
り
、「
舞
文
詭
弁
、
未
有
若
斯
之
甚
也
」
句
が
削

ら
れ
る
な
ど
、
単
刀
直
入
の
批
判
的
表
現
が
抑
え
ら
れ
、
字
句
の
修
改

が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
七
九
頁
。

（
10
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
七
九
頁
。『
魏
書
』

刑
罰
志
に
は
「
祖
父
母
父
母
忿
怒
、
以
兵
刃
殺
子
孫
者
五
歳
刑
。
毆
殺

者
四
歳
。
若
心
有
愛
憎
而
故
殺
者
、
各
加
一
等
」
と
あ
る
。

（
11
）
瞿
同
祖
「
中
国
法
律
之
儒
家
化
」
に
よ
る
と
、
中
国
法
が
儒
教
の
影

響
を
受
け
始
め
た
の
は
漢
代
に
始
ま
り
、
南
北
朝
を
経
て
北
朝
に
完
成

す
る
（『
国
立
北
京
大
学
五
十
周
年
紀
念
論
文
集
』
文
学
院
第
四
種
原
載
、

一
九
四
八
年
。
瞿
同
祖
『
中
国
法
律
与
中
国
社
会
』
所
収
、
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
重
印
本
）。
佐
立
治
人
「
北
魏
の
官
當
制
度
︱
唐
律
の
官
當

規
定
の
淵
源
を
た
ず
ね
て
︱
」
も
、
北
魏
の
法
が
中
国
法
に
影
響
し
た

点
を
官
當
制
度
を
通
し
て
検
討
し
て
い
る
が
（
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中

国
の
刑
罰
』
所
収
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）、
北

魏
の
新
設
し
た
官
當
制
度
は
中
国
刑
法
史
上
空
前
の
も
の
で
あ
っ
た
、

と
指
摘
す
る
。

（
12
）
大
清
律
「
毆
祖
父
母
父
母
」
條
（
鬥
毆
律
）（
清
、
沈
之
奇
撰
『
大
清

律
輯
註
』
七
六
七
～
七
六
八
頁
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
13
）
大
清
律
「
五
刑
」（
名
例
律
）（
前
掲
『
大
清
律
輯
註
』
一
～
四
頁
）。

（
14
）
凌
遅
処
死
は
、
そ
の
残
酷
さ
が
西
洋
諸
国
か
ら
批
判
を
受
け
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
一
九
〇
四
年
四
月
、
梟
首
・
戮
屍
と
と
も
に
除
か
れ
た
。

沈
家
本
に
よ
れ
ば
、凌
遅
の
刑
は
、唐
以
前
に
は
そ
の
名
称
が
な
く
、『
遼

史
』
刑
法
志
に
初
出
、
宋
の
熙
寧
年
間
（
一
〇
六
八
～
一
〇
七
七
）
以

降
し
だ
い
に
沿
用
さ
れ
、
改
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
清
末
ま
で
用
い
ら

れ
て
き
た
と
い
う
（「
刪
除
律
例
内
重
法
摺
」、
前
掲
『
寄
簃
文
存
』
巻

一
所
収
）。

（
15
）
大
清
律
「
謀
殺
祖
父
母
父
母
」
條
（
人
命
律
）（
前
掲
『
大
清
律
輯
註
』

六
五
九
頁
）。

（
16
）
中
村
茂
夫
『
清
代
刑
法
研
究
』
第
一
章
「
過
失
の
構
造
」
二
八
～
二

九
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
。

（
17
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
〇
頁
。

（
18
）
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
〇
頁
。

（
19
）『
周
礼
』
秋
官
司
刺
「
三
宥
」
の
注
に
「
鄭
司
農
云
、
不
識
謂
愚
民
無

所
識
、則
宥
之
。
過
失
、若
今
律
過
失
殺
人
、不
坐
死
。
玄
謂
…
（
中
略
）

…
、
過
失
、
若
挙
刀
欲
斫
伐
、
而
軼
中
人
者
」
と
あ
る
。「
不
識
」
に
つ

い
て
は
、
鄭
司
農
と
鄭
玄
と
は
理
解
が
異
な
る
が
（
西
田
太
一
郎
『
中

国
刑
法
史
研
究
』
一
二
四
～
一
二
六
頁
、岩
波
書
店
、昭
和
四
九
年
）、「
過
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失
」
に
つ
い
て
は
理
解
が
同
じ
で
あ
る
。

（
20
）『
晋
書
』
刑
法
志
「
都
城
人
衆
中
、走
馬
殺
人
、当
為
賊
、賊
之
似
也
」。

（
21
）
魏
、
李
悝
『
法
経
』
は
、「
一�

盗
法
、
二�

賊
法
、
三�

囚
法
、
四�

捕
法
、

五�
雑
法
、
六�

具
法
」
の
六
篇
か
ら
な
り
、
軽
狡
律
は
「
五�

雑
法
」
の

一
篇
で
あ
る
が
（『
晋
書
』
刑
法
志
）、「
軽
狡
」
の
内
容
は
不
明
で
あ
る

（
内
田
智
雄
編
『
譯
注　

中
国
歴
代
刑
法
志
』
九
四
頁
、
創
文
社
、
一
九

六
四
年
）。

（
22
）『
御
覧
』
六
百
四
十
二
引
晋
律
並
注
（
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
晋
律
考

上
二
八
六
頁
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
民
国
五
四
年
）。

（
23
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
七
九
～
八
〇
頁
。

（
24
）
西
田
太
一
郎
前
掲
書
第
六
章
「
過
失
・
錯
誤
に
つ
い
て
」。
中
村
茂
夫

前
掲
書
第
一
章
「
過
失
の
構
造
」
は
、
中
国
の
過
失
概
念
を
詳
細
に
検

討
し
て
い
る
。

（
25
）
西
田
太
一
郎
前
掲
書
一
四
一
頁
。

（
26
）
前
掲
『
大
清
律
輯
註
』
六
九
九
～
七
〇
〇
頁
。『
欽
定
大
清
現
行
刑
律
』

（
一
九
一
〇
年
五
月
五
日
）「
車
馬
殺
人
」
條
（
人
命
律
）
も
大
清
律
と

同
文
で
あ
る
（
故
宮
博
物
院
編
、
海
南
出
版
社
影
印
、
二
〇
〇
〇
年
）。

清
末
の
法
制
改
革
に
お
い
て
、
岡
田
朝
太
郎
の
関
与
し
た
『
大
清
刑
律

草
案
』
が
完
成
し
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
）、
各
部
と
巡
撫
の
簽
註
に
付

さ
れ
る
と
、
第
一
節
の
本
文
で
触
れ
た
よ
う
な
反
論
が
続
出
し
て
論
争

に
な
っ
た
。『
欽
定
大
清
現
行
刑
律
』
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
修
訂

法
律
大
臣　

沈
家
本
ら
が
旧
刑
律
を
刪
節
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

（
島
田
正
郎
前
掲
書
第
七
章
参
照
）。

（
27
）
西
田
太
一
郎
前
掲
書
一
四
〇
～
一
四
一
頁
。
中
村
茂
夫
前
掲
書
六
二

～
六
四
頁
。

（
28
）『
唐
律
疏
議
』
雑
律
「
城
内
街
巷
走
車
馬
」
條
疏
議
（
光
緒
庚
寅
刊
本
、

東
海
書
店
影
印
一
一
〇
二
～
一
一
〇
四
頁
、
一
九
六
八
年
）。

（
29
）
明
治
刑
法
（
明
治
一
三
年
制
定
）
第
二
章
刑
例　

第
一
節
刑
名　

第

八
條
に
は
、「
軽
罪
ノ
主
刑
」
と
し
て
「
一　

重
禁
錮
、
二　

軽
禁
錮
、

三　

罰
金
」
と
あ
る
。
明
治
刑
法
は
、
章
宗
祥
・
董
康
合
譯
、
厳
谷
孫

蔵
訂
正
『
修
訂
法
律
大
臣
鑒
定　

日
本
刑
法
』
と
し
て
漢
訳
さ
れ
、
光

緒
三
十
一
年
（
一
九
〇
五
）
に
修
訂
法
律
館
か
ら
印
行
さ
れ
た
（
都
立

中
央
図
書
館
・
実
藤
文
庫
蔵
）。

（
30
）
道
路
交
通
問
題
研
究
会
『
道
路
交
通
政
策
史
概
観
︱
論
述
編
』
三
一

頁
（
プ
ロ
コ
ム　

ジ
ャ
パ
ン
刊
、
二
〇
〇
二
年
）
の
引
く
『
日
本
長
期

統
計
総
覧
』
第
一
巻
（
一
八
八
頁
）。
こ
の
資
料
の
人
口
推
移
表
に
よ
れ

ば
、
東
京
市
だ
と
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
の
人
口
一
四
四
万
一

二
一
人
が
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は�

二
一
八
万
六
千
七
九
人

（
一
・
五
二
倍
）、
大
阪
市
だ
と
、
明
治
三
一
年
の
八
二
万
一
千
二
三
五

人
が
、
明
治
四
一
年
に
は
一
二
二
万
六
千
六
四
七
人
（
一
・
四
九
倍
）

に
増
加
す
る
。
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
都
市
人
口
の
急
増
が
分
か
る
。

（
31
）
前
掲
『
道
路
交
通
政
策
史
概
観
︱
論
述
編
』
一
一
～
一
三
頁
。

（
32
）
前
掲
『
道
路
交
通
政
策
史
概
観
︱
論
述
編
』
三
一
～
三
二
頁
。「
自
他

の
過
失
に
よ
り
諸
車
に
轢
か
れ
た
死
傷
者　

グ
ラ
フ
①
」（『
警
視
庁
統

（ 66 ）



計
書
』
に
基
づ
く
作
成
資
料
）
か
ら
は
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

を
境
に
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
33
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
「
而0

将
車
者
財
得

0

0

罰
金
之
罪

0

0

」

が
『
太
炎
文
録
』
テ
キ
ス
ト
で
は
「
将
車
者
纔0

罰
金
、
不
大
訶
譴

0

0

0

0

」
と

修
改
さ
れ
る
な
ど
、字
句
の
異
同
が
あ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）

八
〇
頁
。

（
34
）
前
掲
『
道
路
交
通
政
策
史
概
観
︱
論
述
編
』（
三
五
頁
）
は
、『
警
視

庁
統
計
書
』
に
よ
っ
て
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
自
他
の
過
失

に
よ
り
諸
車
に
轢
か
れ
た
死
傷
者
数
は
合
計
五
二
七
件
（
死
者
三
六
人
）

で
あ
る
が
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
な
る
と
、
一
八
三
五
件
（
死

者
五
四
人
）
と
事
故
件
数
が
三
・
五
倍
と
急
増
す
る
こ
と
を
示
す
。
明

治
三
〇
年
代
後
半
が
都
市
化
へ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
35
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
の
「
而0

長
国
家
者
、
惟
欲
取0

媚0

富
人
、
詭
称
公
益
、
弛
其
刑
誅
。
立
憲
之
国
、
固
無
足
責
焉
爾

0

0

0

0

0

0

」
句

の
「
而
長
国
家
者
」
が
、『
太
炎
文
録
』
テ
キ
ス
ト
で
は
「
如
何

0

0

長
国
家

者
」、「
取
媚

0

0

」
句
が
「
交
歓
」、「
固
無
足
責
焉
爾
」
句
が
「
亮0

無
足
勑0

耳
矣

0

0

」
に
修
改
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
〇
頁
。

（
36
）
小
林
武
・
佐
藤
豊
『
清
末
功
利
思
想
と
日
本
』
第
五
章
二
五
四
～
二

八
四
頁
、
研
文
出
版
、
二
〇
一
一
年
。

（
37
）「
代
議
然
否
論
」、前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
三
〇
七
～
三
一
一
頁
。

拙
著『
章
炳
麟
と
明
治
思
潮
︱
も
う
一
つ
の
近
代
』一
〇
八
～
一
一
一
頁
、

研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。

（
38
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
〇
頁
。

（
39
）
前
掲
『
欽
定
大
清
現
行
刑
律
』
巻
二
十
三
「
人
命
」「
車
馬
殺
傷
人
」
條
。

（
40
）
島
田
正
郎
前
掲
書
第
七
章
［
Ⅳ
］「
大
清
現
行
刑
律
の
編
定
と
そ
の
頒

行
」。

（
41
）『
刑
律
草
案
』（
新
刑
律
第
一
次
草
案
）
は
修
訂
法
律
館
が
一
九
〇
七

年
に
脱
稿
し
て
具
奏
し
た
も
の
で
あ
る
。『
修
正
刑
律
草
案
』（
第
二
次

草
案
）
は
、『
刑
律
草
案
』
が
中
央
と
地
方
督
撫
の
簽
注
に
付
さ
れ
て
修

正
さ
れ
た
も
の
、『
欽
定
大
清
刑
律
』
は
、
最
終
的
に
裁
可
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

（
42
）
黄
源
盛
前
掲
『
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
』（
上
）。『
刑
律
草
案
』
第

二
一
〇
條
「
凡
因
過
失
致
載
人
之
気
車
・
電
車
・
船
艦
生
往
来
之
危
険

者
、
処
三
百
圓
以
下
罰
金
。
因
過
失
而
衝
撞
・
顚
覆
・
破
壊
・
沈
没
、

或
擱
坐
載
人
之
気
車
・
電
車
・
船
艦
者
、
処
五
百
圓
以
下
罰
金
。
其
従

事
此
項
業
務
之
人
犯
本
條
第
一
項
之
罪
、
処
四
等
以
下
有
期
徒
刑
、
拘

留
或
一
千
圓
以
下
罰
金
。
犯
第
二
項
之
罪
、
処
三
等
以
下
有
期
徒
刑
或

三
千
圓
以
下
、
一
百
圓
以
上
罰
金
」。
明
治
刑
法
（
四
〇
年
制
定
）
第
一

一
章
「
往
来
ヲ
妨
害
ス
ル
罪
」
第
一
二
九
條
に
は
「
過
失
ニ
因
リ
汽
車
、

電
車
又
ハ
艦
船
ノ
往
来
危
険
ヲ
生
セ
シ
メ
、
又
ハ
汽
車
、
電
車
ノ
顚
覆

若
ク
ハ
破
壊
…
ヲ
致
シ
タ
ル
者
ハ
五
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
。
其
業

務
ニ
従
事
ス
ル
者
前
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
三
年
以
下
ノ
禁
錮
又

ハ
八
千
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
」
と
あ
る
。

（
43
）
仁
井
田
陞
『
中
国
法
制
史
研
究　

刑
法
』
は
、
中
国
で
は
、
公
刑
罰
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主
義
が
古
く
か
ら
成
立
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
私
刑
罰
主
義
も
許
さ

れ
た
と
い
う
。
公
刑
罰
と
は
国
家
に
よ
る
刑
罰
で
あ
り
、
私
刑
罰
と
は
、

祖
父
母
・
父
母
の
子
孫
に
対
す
る
、
夫
の
妻
に
対
す
る
、
主
人
の
奴
婢

に
対
す
る
懲
戒
の
三
つ
で
あ
る
。
儒
教
倫
理
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
、
彼

ら
の
殺
害
は
、
一
般
の
殺
害
と
は
違
う
扱
い
に
な
る
（
一
二
～
二
二
頁
、

二
三
六
～
二
三
九
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
補
訂
版
一
九
八
〇
年
）。
復

仇
も
私
刑
罰
の
一
種
で
、
殺
人
で
あ
る
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
、
儒
教
倫
理
の
上
か
ら
容
認
さ
れ
た
。

第
二
節

（
１
）
西
田
太
一
郎
前
掲
書
第
五
章
「
復
讐
と
刑
罰
」
九
六
頁
。

（
２
）『
周
礼
』
地
官
調
人
「
凡
過
而
殺
傷
人
者
、
以
民
成
之
。
…
凡
和
難
、

父
之
讐
、
辟
諸
海
外
、
兄
弟
之
讐
、
辟
諸
千
里
之
外
。
従
父
兄
弟
之
讐
、

不
同
国
。
…
凡
殺
人
而
義
者
、
不
同
国
、
令
勿
讐
。
讐
之
則
死
」

（
３
）
西
田
太
一
郎
前
掲
書
参
照
。

（
４
）「
定
復
仇
之
是
非
」、前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
二
七
〇
頁
。『
民
報
』

テ
キ
ス
ト
と
『
太
炎
文
録
』
テ
キ
ス
ト
（「
復
仇
是
非
論
」
と
改
称
）
の

間
に
、注
（
４
）
～
（
８
）
の
引
用
に
関
し
て
は
、字
句
の
異
同
は
な
い
。

（
５
）「
定
復
仇
之
是
非
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
二
七
〇
頁
。

（
６
）「
定
復
仇
之
是
非
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
二
七
一
頁
。

（
７
）「
定
復
仇
之
是
非
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
二
七
一
頁
。

（
８
）「
定
復
仇
之
是
非
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
二
七
一
頁
。

（
９
）
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
〇
～
八
一
頁
。

（
10
）「
受
賕
枉
法
」
に
対
し
て
、
魏
に
は
請
賕
律
、
晋
に
は
受
賕
律
、
大
清

律
に
は
受
贓
律
が
あ
り
、
官
吏
が
賄
賂
を
受
け
る
と
処
罰
す
る
。

（
11
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
八
一
頁
。

（
12
）「
五
朝
法
律
索
隠
」、『
民
報
』
テ
キ
ス
ト
の
「
至
於

0

0

被
劾
逃
亡
、
尤
事

0

0

実
所
恒
有

0

0

0

0

。
聴
子
姓
復
仇
者
、国
家
明
知
法
令
之
力

0

0

0

0

0

0

0

0

、不
足
以
尽
得
罪
人
、

故
任
其
捕
戮
、
且
不
以
国
家
之
名
義
抑

0

0

制
個0

人
也
」
句
に
お
い
て
、『
太

炎
文
録
』
テ
キ
ス
ト
で
は
、
例
え
ば
「
尤
事
実
所
恒
有
」
句
が
「
其
成

事
尤
亟
見
」
に
、「
国
家
明
知
法
令
之
力
」
句
が
「
審
法
令
有
疐
跋
」
に

修
改
さ
れ
た
。
他
に
も
小
さ
な
異
同
が
あ
る
。
前
掲『
章
太
炎
全
集
』（
四
）

八
一
頁
。

（
13
）『
周
礼
』
地
官
調
人
鄭
玄
注
。

（
14
）
服
部
宇
之
吉
『
清
国
通
考
』
付
録
「
支
那
地
方
官
の
職
務
」（『
支
那

研
究
』
大
正
五
年
原
載
）
七
四
～
八
五
頁
、（
一
九
〇
五
年
三
省
堂
原
刊
、

一
九
六
六
年
大
安
影
印
）
で
は
、
地
方
官
の
重
要
な
職
務
で
あ
る
司
法

の
実
態
が
記
さ
れ
て
い
る
。
服
部
は
、
中
国
の
地
方
に
お
い
て
「
此
く

司
法
官
た
る
地
方
官
已
に
先
天
的
に
偏
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
其
の
上
に

前
に
云
ひ
し
如
き
各
種
の
弊
行
は
る
ゝ
故
、
法
律
如
何
に
完
備
な
り
と

も
実
際
に
於
て
司
法
事
務
は
決
し
て
立
派
に
執
行
さ
れ
居
る
に
あ
ら
ず
。

正
邪
曲
直
の
顚
倒
実
に
甚
だ
し
き
も
の
あ
る
を
免
れ
ず
、
故
に
往
々
官

の
力
に
よ
ら
ず
し
て
民
間
相
互
の
争
闘
等
に
よ
り
て
、
理
非
曲
直
を
決

せ
ん
と
す
る
俗
あ
り
」
と
記
す
（
八
三
～
八
四
頁
）。
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（
15
）
中
国
法
は
、
刑
事
・
民
事
を
問
わ
ず
州
県
の
長
官
に
提
訴
し
、
傷
害

や
致
死
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
命
盗
重
案
」
は
、
中
央
に
送
付
し
て
皇
帝

の
決
済
を
仰
ぐ
が
、
民
事
案
件
だ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
州
県
自
理
」
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
地
域
で
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
処
理
さ
れ
た
。「
州
県
自

理
」
の
裁
判
で
は
、「
情
理
」
が
基
準
に
な
り
、
両
当
事
者
に
バ
ラ
ン
ス

が
取
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
按
配
さ
れ
た
。
律
に
従
え
ば
、
犯
罪
に

な
る
事
案
で
も
無
罪
と
さ
れ
る
例
が
清
代
の
「
判
」
に
は
見
え
る
と
言

う
（
寺
田
浩
明
「
清
代
司
法
制
度
に
お
け
る
『
法
』
の
位
置
付
け
に
つ

い
て
」、『
思
想
』
七
九
二
号
、
一
九
九
〇
年
）。
清
末
で
は
、
法
は
雛
形

で
あ
っ
て
実
質
は
空
文
だ
と
見
ら
れ
、
太
炎
自
身
も
体
験
的
に
こ
う
し

た
現
実
を
踏
ま
え
て
、
復
仇
の
議
論
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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